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１章 基準適合性



 

１－１ 

 「加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」

（以下「事業許可基準規則」という）第三十五条では，通

信連絡を行うために必要な設備について以下の要求がされ

ている。 

【加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則】 

（通信連絡を行うために必要な設備） 

第三十五条 プルトニウムを取り扱う加工施設には、重大

事故等が発生した場合において当該加工施設の内外の通

信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必

要な設備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第 35 条に規定する「当該加工施設の内外の通信連絡を

する必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設

備」とは、代替電源設備（電池等の予備電源設備を含

む。）から給電を可能とする通信連絡設備又はこれと同等

以上の効果を有する措置を講じた設備をいう。 

 

＜適合のための設計方針＞ 

 ＭＯＸ燃料加工施設には，重大事故等が発生した場合に

おいて再処理事業所の内外の通信連絡をする必要のある場

所と通信連絡を行うために必要な設備として，所内通信連

絡設備，所外通信連絡設備，代替通信連絡設備及び情報把

握設備を設ける設計とする。 

代替通信連絡設備，情報把握設備は，代替電源設備（電

池等の予備電源設備を含む。）及び緊急時対策建屋電源設備



 

１－２ 

からの給電を可能とした設計とする。  



 

１－３ 

１． 概要 

１．１ 通信連絡を行うために必要な設備の概要 

重大事故等が発生した場合において，再処理事業所の内

外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うため

に，所内通信連絡設備，所外通信連絡設備，代替通信連絡設

備及び情報把握設備を設ける設計とする。 

代替通信連絡設備及び情報把握設備は，代替電源設備（電

池等の予備電源設備を含む。）及び緊急時対策建屋電源設

備からの給電を可能とした設計とする。 

代替通信連絡設備の一部である統合原子力防災ネットワ

ークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡ

Ｘ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム，可搬

型衛星電話（屋内用）及び可搬型衛星電話（屋外用）は，

再処理施設と共用する。 

緊急時対策建屋情報把握設備の一部である情報収集装

置，情報表示装置，制御建屋情報把握設備の一部である制

御建屋可搬型情報収集装置，情報把握計装設備用屋内伝送

系統及び建屋間伝送用無線装置並びに情報把握収集伝送設

備の一部である第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，

第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情報把握計装

設備可搬型発電機は再処理施設と共用する。 

通信連絡設備の系統概要図を第35．１図，代替通信連絡

設備の系統概要図を第35．２図，情報把握設備の系統概要

図を第35．３図に示す。 

 



 

１－４ 

１．１． １ 再処理事業所内の通信連絡を行うために必要 

  な設備 

重大事故等が発生した場合において，再処理事業所内の

通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために

必要な所内通信連絡設備及び代替通信連絡設備並びに情

報把握設備を配備する。 

重大事故等が発生した場合において，再処理事業所内

の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡及び計測等

を行ったパラメータを再処理事業所内の必要な場所で共

有するための代替通信連絡設備として，通話装置のケー

ブル，可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），可

搬型トランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外

用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）を配備する。 

重大事故等が発生した場合において，所内通信連絡設備

へ給電するための設備として，「第32条 電源設備」の一

部である受電開閉設備等を常設重大事故等対処設備とし

て位置付ける。 

設計基準対象の施設と兼用する所内通信連絡設備のペ

ージング装置（制御装置含む），所内携帯電話（交換機含

む），専用回線電話，ファクシミリ及び環境中継サーバを

常設重大事故等対処設備として位置付ける。 

重大事故等が発生した場合において，代替通信連絡設備

へ給電するための設備として，「第34条 緊急時対策所」

の一部である緊急時対策建屋用発電機を常設重大事故等

対処設備として設置し，可搬型重大事故等対処設備として



 

１－５ 

「第32条 電源設備」の一部である燃料加工建屋可搬型発

電機及び情報連絡用可搬型発電機並びに制御建屋可搬型

発電機を配備する。 

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内

用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ

（屋外用）は，中央監視室，再処理施設の中央制御室，緊

急時対策所及び屋外間で連絡を行う際に使用するもので

あり，衛星回線又は無線回線を用いて通信連絡を行う設備

である。 

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋

内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシ

ーバ（屋外用）は，燃料加工建屋，制御建屋，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋，緊急時対策建屋及び外部保管エリ

アに保管する設計とする。 

可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ

（屋内用）は，ハンドセットを中央監視室，再処理施設

の中央制御室及び緊急時対策所内に配備し，屋外に配置

したアンテナと接続することにより，屋内で使用できる

設計とする。 

可搬型通話装置は，乾電池で動作可能な設計とする。 

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型衛星電話（屋外

用），可搬型トランシーバ（屋内用）及び可搬型トランシ

ーバ（屋外用）は，充電池で動作可能な設備とする。 

さらに，可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トラン

シーバ（屋内用）は，「32 条 電源設備」の燃料加工建



 

１－６ 

屋可搬型発電機，情報連絡用可搬型発電機及び制御建屋

可搬型発電機又は「第 34 条 緊急時対策所」の緊急時対

策建屋用発電機から受電し，動作可能な設計とする。 

乾電池を用いるものについては７日間以上継続して通

話ができる設計とする。また，充電池を用いるものにつ

いては，「第32条 電源設備」の一部である燃料加工建

屋可搬型発電機，情報連絡用可搬型発電機及び制御建屋

可搬型発電機又は「第34条 緊急時対策所」の一部であ

る緊急時対策建屋用発電機にて充電，又は受電すること

で７日間以上継続して通話ができる設計とする。 

代替通信連絡設備のうち統合原子力防災ネットワーク

ＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，

統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム，可搬型

衛星電話（屋内用）及び可搬型衛星電話（屋外用）は，

再処理施設と共用する。 

共用する代替通信連絡設備は，再処理施設及びＭＯＸ燃

料加工施設における重大事故等対処に同時に対処するこ

とを考慮し，同一の端末を使用すること及び十分な数量を

確保することで，共用によって重大事故時の対処に影響を

及ぼさない設計とする。 

重大事故等が発生した場合において，代替通信連絡設

備へ給電するための設備として「第 34 条 緊急時対策

所」の一部である緊急時対策建屋用発電機を常設重大事

故等対処設備として設置する。 

重大事故等が発生した場合において，計測等を行った



 

１－７ 

パラメータを再処理事業所内の必要な場所で共有するた

めに，情報把握設備として，緊急時対策建屋情報把握設

備の情報収集装置，情報表示装置，データ収集装置（燃

料加工建屋），データ表示装置（燃料加工建屋），制御

建屋情報把握設備の，情報把握計装設備用屋内伝送系

統，建屋間伝送用無線装置，制御建屋データ収集装置，

制御建屋データ表示装置，制御建屋可搬型情報収集装置

(燃料加工建屋)，制御建屋可搬型情報表示装置(燃料加工

建屋)及び制御建屋可搬型情報収集装置，情報把握収集伝

送設備の，燃料加工建屋情報把握計装設備用屋内伝送系

統，燃料加工建屋間伝送用無線装置，燃料加工建屋デー

タ収集装置，燃料加工建屋可搬型情報収集装置，第１保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保管庫・貯水所

可搬型情報収集装置，グローブボックス温度監視装置

（伝送路），グローブボックス負圧・温度監視設備（伝

送路）及び情報把握計装設備可搬型発電機を配備する。 

重大事故等に対処するために必要な重要監視パラメー

タを緊急時対策所において監視及び記録できるよう，情

報収集装置及び情報表示装置を常設重大事故等対処設備

として新たに設置する設計とする。 

また，情報収集装置，情報表示装置，データ収集装置

（燃料加工建屋），データ表示装置（燃料加工建屋）及

び緊急時対策建屋電源設備を常設重大事故等対処設備と

して位置付ける設計とする。 

情報収集装置は，「第 29 条 核燃料物質等を閉じ込め



 

１－８ 

る機能の喪失に対処するための設備」の代替火災感知設

備，放出防止設備及び「第 31 条 重大事故等への対処に

必要となる水の供給設備」の水供給設備で計測した重要

監視パラメータ並びに監視測定設備（第 33 条 監視測定

設備）の代替モニタリング設備の可搬型排気モニタリン

グ設備，可搬型環境モニタリング設備，代替気象観測設

備の可搬型気象観測設備及び緊急時対策建屋放射線計測

設備の可搬型環境モニタリング設備の測定データを収集

し，情報表示装置に表示する設計とする。 

データ収集装置（燃料加工建屋）は，「第 29 条 核燃

料物質等を閉じ込める機能の喪失に対処するための設

備」の代替火災感知設備，放出防止設備及び「第 31 条 

重大事故等への対処に必要となる水の供給設備」の水供

給設備で計測した重要監視パラメータ並びに「第 33 条 

監視測定設備」の加工施設における放射性物質の濃度の

確認に必要な測定データを収集し，データ表示装置（燃

料加工建屋）に表示する設計とする。 

重大事故等が発生した場合において，重大事故等に対処

するために必要な情報を燃料加工建屋及び再処理施設の

中央監視室にて監視及び記録するとともに，緊急時対策所

に伝送することができるよう，情報把握設備を常設重大事

故等対処設備として設置するとともに，可搬型重大事故等

対処設備として配備する。 

重大事故等の対処に有効な緊急時対策建屋情報把握設

備は，外的事象を要因とした重大事故等が発生し，全交
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流電源喪失及び計測する機器が故障した場合並びに内的

事象を要因とした重大事故等が発生し，全交流電源喪失

の場合は，情報収集装置及び情報表示装置を使用し，監

視及び記録する設計とする。 

また，内的事象を要因とした重大事故等が発生し，全

交流電源の喪失を伴わない場合は，データ収集装置（燃

料加工建屋）及びデータ表示装置（燃料加工建屋）を使

用し，監視及び記録する設計とする。 

【補足説明資料２－14】 

再処理施設と共用する情報収集装置，情報表示装置

は，ＭＯＸ燃料加工施設及び再処理施設における重大事

故等対処に同時に対処することを考慮しても，共用によ

って重大事故時の対処に影響を及ぼさない設計とする。 

情報収集装置，情報表示装置，データ収集装置（燃料

加工建屋）及びデータ表示装置（燃料加工建屋）は緊急

時対策建屋電源設備から給電する設計とする。 

重大事故等が発生した場合において，制御建屋情報把

握設備及び情報把握収集伝送設備へ給電するための設備

として「第 32 条 電源設備」の一部である燃料加工建屋

可搬型発電機，情報連絡用可搬型発電機及び制御建屋可

搬型発電機を可搬型重大事故等対処設備として設置す

る。 

制御建屋情報把握設備へ伝送するパラメータは，「第 29

条  核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に対処するた

めの設備」の代替火災感知設備，放出防止設備及び「第 31



 

１－１０ 

条 重大事故等への対処に必要となる水の供給設備」の水

供給設備の重要監視パラメータ並びに監視測定設備「第

33 条 監視測定設備」の代替モニタリング設備の可搬型

排気モニタリング設備，可搬型環境モニタリング設備，代

替気象観測設備の可搬型気象観測設備及び緊急時対策建

屋放射線計測設備の可搬型環境モニタリング設備の測定

データを表示，監視及び記録できる設計とする。 

また，ＭＯＸ燃料加工施設への故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムが発生した場合においても，これ

ら重要監視パラメータを監視及び記録できる設計とする。 

制御建屋情報把握設備である情報把握計装設備用屋内

伝送系統，建屋間伝送用無線装置及び制御建屋可搬型情報

収集装置並びに情報把握収集伝送設備である第１保管庫・

貯水所可搬型情報収集装置，第２保管庫・貯水所可搬型情

報収集装置及び情報把握計装設備可搬型発電機は，再処理

施設と共用する設計とする。 

１．１．１．１ 緊急時対策所及び再処理施設の中央制御室

にて監視並びに記録するパラメータの選定

方針 

ＭＯＸ燃料加工施設において重大事故等が発生した場

合，重大事故等に対処するために，再処理施設の中央制

御室及び緊急時対策所において把握が必要なパラメータ

を収集し伝送するとともに，監視，記録できる設計とす

る。 

重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含
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む。）の電源の喪失その他の故障により重大事故等に対

処するために監視することが必要なパラメータを計測す

ることが困難となった場合においても，重大事故等に対

処するために有効な情報を把握するためのパラメータを

監視及び記録できる設計とする。電源の喪失その他の故

障として，ＭＯＸ燃料加工施設のパラメータを計測する

機器の多くが交流電源により給電する設計としているこ

とから，必要なパラメータを計測することが困難となる

条件として全交流電源の喪失を想定し，また，計測機器

の故障を想定する。 

重大事故等が発生した場合において，重大事故等に対

処するために監視することが必要なパラメータを計測す

る設備は，常設重要計器及び可搬型重要計器で構成す

る。重大事故等に対処するために監視及び記録すること

が必要なパラメータは，以下のとおり分類する。 

ＭＯＸ燃料加工施設の状態を監視するパラメータのう

ち，重大事故等に対処するために監視及び記録すること

が必要なパラメータは，技術的能力審査基準のうち，以

下の作業手順に用いるパラメータ及び有効性評価の監視

項目に係るパラメータから抽出する。（以下，「抽出パ

ラメータ」という。） 

・２．１．１ 臨界事故の拡大を防止するための手順等 

・２．１．２ 核燃料物質等の閉じ込める機能の喪失に 

対処するための手順等 

・２．１．３ その他の事故に対処するための手順等 
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・２．１．５ 工場等外への放射性物質の拡散を抑制する

ための手順等 

・２．１．６ 重大事故等への対処に必要となる水の供給

手順等 

・２．１．７ 電源の確保に関する手順等 

なお，以下の作業手順に用いるパラメータについて

は，重大事故等の発生防止対策及び拡大防止対策を実施

するための手順ではないため，各々の手順において整理

する。 

・２．１．８ 監視測定等に関する手順等 

・２．１．９ 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

・２．１．10 通信連絡に関する手順等 

抽出パラメータのうち，重大事故等の発生防止対策及

び拡大防止対策を成功させるために監視及び記録するこ

とが必要なパラメータを主要パラメータとする。また，

抽出パラメータのうち，電源設備の受電状態，重大事故

等対処設備の運転状態又はＭＯＸ燃料加工施設の状態を

補助的に監視するパラメータを補助パラメータとする。 

主要パラメータのうち，ＭＯＸ燃料加工施設の状態を

直接監視するパラメータを重要監視パラメータとする。 

重要監視パラメータを計測する常設重大事故等対処設

備は，「第 27 条 重大事故等対処設備」の「３．地震

を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基

づく設計とすることでその機能を損なわない設計とし，

重要監視パラメータを計測する可搬型重大事故等対処設
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備ついては，破損等があった場合においても対処可能な

ように予備として故障時のバックアップを配備する設計

とする。また，可搬型重大事故等対処設備は，燃料加工

建屋から離隔距離を確保した複数の外部保管エリアに分

散して保管することで位置的分散を図ることにより，重

要監視パラメータを計測する設備の信頼性を確保する設

計とすることから，重要代替監視パラメータは選定しな

い。 

【補足説明資料２－15，２－16，２－17】 

重大事故等が発生した場合は，重要監視パラメータの

計測に着手することで，ＭＯＸ燃料加工施設の状態を把

握する手段を有する設計とする。 

主要パラメータを計測する設備のうち，重要監視パラ

メータを計測する設備を重要計器とする。また，重要計

器は，重大事故等の発生要因に応じて常設重大事故等対

処設備である常設重要計器又は可搬型重大事故等対処設

備である可搬型重要計器を使用する設計とする。 

重要計器は，ＭＯＸ燃料加工施設の状態を監視するた

めの計測範囲を有する設計とする。 

重要監視パラメータは，重大事故等の対処のために計

測，監視及び記録する。ＭＯＸ燃料加工施設の状態は，

常設重要計器及び可搬型重要計器を使用して計測するこ

とにより把握する。 

重要監視パラメータを計測，監視及び記録する機器

は，ＭＯＸ燃料加工施設における重大事故等において，
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外的事象を要因とした重大事故等が発生した場合，全交

流電源喪失及び計測する機器の故障を想定する。また，

内的事象を要因とした重大事故等が発生した場合，全交

流電源が健全である場合又は全交流電源の喪失を想定す

る。 

ＭＯＸ燃料加工施設において重大事故等が発生した場

合は，常設重要計器，可搬型重要計器，情報把握設備の

常設重大事故等対処設備及び可搬型重大事故等対処設備

を使用する設計とする。 

なお，技術的能力審査基準に示す対応手段等により，

重要監視パラメータの計測に着手することで，ＭＯＸ燃

料加工施設の状態を監視及び記録する手段を有する設計

とする。 

緊急時対策所にて表示する監視測定設備（第33条 監

視測定設備）の測定データは「第33条 監視測定設備」

にて記載する。 

重要監視パラメータの対象を第35．10表，補助パラメ

ータの対象を第35．11表に示す。 

 

１．１．２ 再処理事業所外への通信連絡を行うために必

要な設備 

重大事故等が発生した場合において，再処理事業所外の

通信連絡をする必要のある場所と通信連絡及び計測等を行

ったパラメータを再処理事業所外の必要な場所で共有する

ために，所外通信連絡設備及び代替通信連絡設備を設ける
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設計とする。 

重大事故等が発生した場合において，再処理事業所外の

通信連絡をする必要のある場所と通信連絡及び計測等を

行ったパラメータを再処理事業所外の必要な場所で共有

するための代替通信連絡設備として統合原子力防災ネッ

トワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－

ＦＡＸ及び統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システ

ムを設置する。 

重大事故等が発生した場合において，再処理事業所外の

通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための

代替通信連絡設備として，可搬型衛星電話（屋内用）及

び可搬型衛星電話（屋外用）を配備する。 

重大事故が発生した場合において，代替通信連絡設備へ

給電するための設備として「第34条 緊急時対策所」の

一部である緊急時対策建屋用発電機を常設重大事故等対

処設備として設置する。 

設計基準対象の施設と兼用する所外通信連絡設備の統合

原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネッ

トワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴ

Ｖ会議システム，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携

帯電話及びファクシミリを常設重大事故等対処設備とし

て位置付ける。 

また，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸは，計

測等を行ったパラメータを再処理事業所外の必要な場所で

共有するために使用する。 
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可搬型衛星電話（屋内用）は，再処理事業所外へ通信連

絡を行うために使用するものであり，衛星回線を用いて通

信連絡を行う設備である。 

可搬型衛星携帯電話（屋内用）は，可搬型重大事故対処

設備として緊急時対策建屋及び外部保管エリアに保管する

設計とする。 

可搬型衛星電話（屋外用）は，再処理事業所外へ通信連

絡を行うために使用するものであり，衛星回線又は無線回

線を用いて通信連絡を行う設備である。可搬型衛星電話

（屋外用）は，制御建屋及び外部保管エリアに保管する設

計とする。 

可搬型衛星電話（屋内用）は，ハンドセットを緊急時対

策建屋に配備し屋外に配備したアンテナと接続することに

より，屋内で使用できる設計とする。 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災

ネットワークＩＰ－ＦＡＸ及び統合原子力防災ネットワー

クＴＶ会議システムは，専用回線を介して再処理事業所外

へ通信連絡を行うために使用するものであり，常設重大事

故等対処設備として緊急時対策建屋に設ける設計とする。 

また，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸは，計

測等を行ったパラメータを再処理事業所外の必要な場所で

共有するために使用する。 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災

ネットワークＩＰ－ＦＡＸ及び統合原子力防災ネットワー

クＴＶ会議システムは，「第34条 緊急時対策所」の緊急
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時対策建屋用発電機から受電し，動作可能な設計とする。 

可搬型衛星電話（屋内用）は，「第34条 緊急時対策

所」の緊急時対策建屋用発電機から受電し，動作可能な設

計とする。 

可搬型衛星電話（屋外用）は，代替電源として充電池で

動作可能な設計とする。 

 

１．１．３ 所内通信連絡設備，所外通信連絡設備，代替

通信連絡設備及び情報把握設備の一覧 

ａ．所内通信連絡設備 

ページング装置（警報装置含む。） 

（再処理施設及び廃棄物管理施設と共用）    １式 

所内携帯電話 

（再処理施設及び廃棄物管理施設と共用）    １式 

 専用回線電話                 １式 

ファクシミリ                 １式 

環境中継サーバ（再処理施設と共用）      １式 

 

ｂ．所外通信連絡設備 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話 

（再処理施設と共用）             １式 

統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ 

（再処理施設と共用）             １式 

統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム 

（再処理施設と共用）             １式 
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一般加入電話（再処理施設と共用）       １式 

一般携帯電話（再処理施設と共用）       １式 

衛星携帯電話（再処理施設と共用）       １式 

ファクシミリ（再処理施設と共用）       １式 

 

ｃ．代替通信連絡設備 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

通話装置のケーブル              １式 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話 

（設計基準対象の施設と兼用） 

（再処理施設と共用）             １式 

統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ 

（設計基準対象の施設と兼用） 

（再処理施設と共用）             １式 

統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム 

（設計基準対象の施設と兼用） 

（再処理施設と共用）             １式 

（ｂ）可搬型重大事故等対処設備 

可搬型通話装置                １式 

可搬型衛星電話（屋内用） 

（再処理施設と共用）             １式 

可搬型トランシーバ（屋内用）         １式 

可搬型衛星電話（屋外用） 

（再処理施設と共用）             １式 

可搬型トランシーバ（屋外用）         １式 
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ｄ．情報把握設備 

（ａ）緊急時対策建屋情報把握設備 

ⅰ．常設重大事故等対処設備 

情報収集装置（再処理施設と共用） 

情報表示装置（再処理施設と共用） 

 

データ収集装置（燃料加工建屋） 

データ表示装置（燃料加工建屋） 

 

（ｂ）制御建屋情報把握設備 

ⅰ．常設重大事故等対処設備 

情報把握計装設備用屋内伝送系統（再処理施設と共用） 

建屋間伝送用無線装置（再処理施設と共用） 

制御建屋データ収集装置 

制御建屋データ表示装置 

 

ⅱ．可搬型重大事故等対処設備 

制御建屋可搬型情報収集装置（燃料加工建屋） 

制御建屋可搬型情報表示装置（燃料加工建屋） 

制御建屋可搬型情報収集装置（再処理施設と共用） 

 

（ｃ）情報把握収集伝送設備 

ⅰ．常設重大事故等対処設備 

燃料加工建屋情報把握計装設備用屋内伝送系統 
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燃料加工建屋間伝送用無線装置 

グローブボックス温度監視装置 

（設計基準対象の施設と兼用，伝送路として使用） 

グローブボックス負圧・温度監視設備 

（設計基準対象の施設と兼用，伝送路として使用） 

燃料加工建屋データ収集装置 

 

ⅱ．可搬型重大事故等対処設備 

燃料加工建屋可搬型情報収集装置 

第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置 

（再処理施設と共用） 

第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置 

（再処理施設と共用） 

情報把握計装設備可搬型発電機（再処理施設と共用）
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２．設計方針 

２．１ 通信連絡を行うために必要な設備 

重大事故等が発生した場合において，再処理事業所内外の

通信連絡をする必要のある場所と通信連絡及び計測等を行

ったパラメータを再処理事業所外の必要な場所で共有する

ために，所内通信連絡設備，所外通信連絡設備,代替通信連絡

設備及び情報把握設備を設ける設計とする。 

所内通信連絡設備として，ページング装置，所内携帯電話，

専用回線電話，ファクシミリ及び環境中継サーバを設ける設

計とする。 

所外通信連絡設備として，統合原子力防災ネットワークＩ

Ｐ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原

子力防災ネットワークＴＶ会議システム，一般加入電話，一

般携帯電話，衛星携帯電話及びファクシミリを設ける設計と

する。 

所外通信連絡設備は，有線回線，無線回線又は衛星回線に

よる通信回線の多様性を確保した専用通信回線に接続する

ことで，輻輳等による制限を受けることのない設計とする。 

 代替通信連絡設備として，通話装置のケーブル，可搬型通

話装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋

内用），可搬型衛星電話（屋外用），可搬型トランシーバ（屋

外用），統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防

災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ及び統合原子力防災ネットワ

ークＴＶ会議システムを設ける設計とする。 

代替通信連絡設備，制御建屋情報把握設備及び情報把握収
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集伝送設備は，代替電源設備（電池等の予備電源設備を含む。）

及び緊急時対策建屋電源設備からの給電を可能とした設計

とする。 

情報把握設備は緊急時対策建屋情報把握設備，制御建屋情

報把握設備及び情報把握収集伝送設備で構成する。 

情報把握設備は，ＭＯＸ燃料加工施設の重大事故等が発生

した場合，重大事故に対処するために，再処理施設の中央制

御室及び緊急時対策所において把握が必要なパラメータを

収集し伝送するとともに，監視及び記録できる設計とする。 

緊急時対策建屋情報把握設備として，情報収集装置，情報

表示装置，データ収集装置（燃料加工建屋）及びデータ表示

装置（燃料加工建屋）を設ける設計とする。 

制御建屋情報把握設備として，情報把握計装設備用屋内伝

送系統，建屋間伝送用無線装置，制御建屋データ収集装置，

制御建屋データ表示装置，制御建屋可搬型情報収集装置（燃

料加工建屋），制御建屋可搬型情報表示装置（燃料加工建屋）

及び制御建屋可搬型情報収集装置を設ける設計とする。 

情報把握収集伝送設備として，燃料加工建屋情報把握計装

設備用屋内伝送系統，燃料加工建屋間伝送用無線装置，燃料

加工建屋データ収集装置，燃料加工建屋可搬型情報収集装置，

第 1 保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第 2 保管庫・貯水

所可搬型情報収集装置，グローブボックス温度監視装置（伝

送路），グローブボックス負圧・温度監視設備（伝送路）及び

情報把握計装設備可搬発電機を設ける設計とする。 

【第 35．１表，第 35．２表（１）～（５）， 



 

２－３ 

補足説明資料２－３，２－４，２－５，２－13】 

 

２．２ 共通要因故障に対する考慮 

基本方針については，「第 27 条 重大事故等対処設備」

の「２.１ 共通要因故障に対する考慮等」に示す。 

代替通信連絡設備の統合原子力防災ネットワークＩＰ電

話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ及び統合原

子力防災ネットワークＴＶ会議システムは，共通要因によ

って所外通信連絡設備のうち一般加入電話，一般携帯電

話，衛星携帯電話及びファクシミリと同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，「第 34 条 緊急時対策所」の

緊急時対策所の一部である緊急時対策建屋用発電機からの

給電により使用することで，電源設備に対して多様性を有

する設計とする。 

【補足説明資料２－４】 

また，代替通信連絡設備の統合原子力防災ネットワーク

ＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ及び

統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システムは，共通要

因によって所外通信連絡設備のうち一般加入電話，一般携

帯電話，衛星携帯電話及びファクシミリと同時にその機能

が損なわれるおそれがないよう，有線回線又は衛星回線に

よる通信方式の多様性を確保した構成の通信回線に接続す

ることで，所外通信連絡設備の一般加入電話，一般携帯電

話，衛星携帯電話及びファクシミリに対して通信方式の多

様性を有する設計とする。 



 

２－４ 

【補足説明資料２－３，２－５】 

代替通信連絡設備の通話装置のケーブルは，共通要因に

よって所内通信連絡設備のページング装置及び所内携帯電

話と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，所内

通信連絡設備のページング装置及び所内携帯電話と異なる

系統構成で使用することで，所内連絡設備のページング装

置及び所内携帯電話に対して独立性を有する設計とする。 

【第 35．３表，補足説明資料２－３】 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可搬型衛星電話

（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型衛星電

話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）は，共通

要因によって所内通信連絡設備のページング装置，所内携

帯電話，専用回線電話，ファクシミリ及び環境中継サーバ

並びに所外通信連絡設備の一般加入電話，一般携帯電話，

衛星携帯電話及びファクシミリと同時にその機能が損なわ

れるおそれがないよう，「第 32 条 電源設備」の一部であ

る燃料加工建屋可搬型発電機，情報連絡用可搬型発電機及

び制御建屋可搬型発電機又は「第 34 条 緊急時対策所」の

緊急時対策建屋用発電機，充電池又は乾電池からの給電に

より使用することで，電源設備に対して多様性を有する設

計とする。 

また，代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可搬型衛星

電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型衛

星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）は，

共通要因によって所内通信連絡設備のページング装置，所



 

２－５ 

内携帯電話，専用回線電話，ファクシミリ及び環境中継サ

ーバ並びに所外通信連絡設備の一般加入電話，一般携帯電

話，衛星携帯電話及びファクシミリと同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，有線回線，無線回線又は衛星

回線による通信方式の多様性を確保した構成の通信回線に

接続することで，所内通信連絡設備のページング装置，所

内携帯電話，専用回線電話及びファクシミリ並びに所外通

信連絡設備の一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話

及びファクシミリに対して通信方式の多様性を有する設計

とする。 

【第 35．４～35．７表，補足説明資料２－４，２－８，

２－１２】 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可搬型衛星電話

（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型衛星

携帯電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）

は，共通要因によって所内通信連絡設備のページング装

置，所内携帯電話，専用回線電話，ファクシミリ及び環境

中継サーバ並びに所外通信連絡設備の統合原子力ネットワ

ークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡ

Ｘ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム，一般

加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びファクシミリ

と同時にその機能が損なわれることがないよう，所内通信

連絡設備のページング装置，所内携帯電話，専用回線電

話，ファクシミリ及び環境中継サーバ並びに所外通信連絡

設備の統合原子力ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災



 

２－６ 

ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワーク

ＴＶ会議システム，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携

帯電話及びファクシミリが設置される建屋から100ｍ以上の

離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，

燃料加工建屋，制御建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋及

び緊急時対策建屋に保管する場合は所内通信連絡設備のペ

ージング装置，所内携帯電話等が設置される場所と異なる

場所に保管することで所内通信連絡設備のページング装

置，所内携帯電話，専用回線電話，ファクシミリ及び環境

中継サーバ並びに所外通信連絡設備の統合原子力ネットワ

ークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡ

Ｘ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム，一般

加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びファクシミリ

と位置的分散を図る。 

【補足説明資料２－４】 

緊急時対策建屋情報把握設備の情報収集装置，情報表示

装置，データ収集装置（燃料加工建屋）及びデータ表示装

置（燃料加工建屋）は，共通要因によって制御建屋情報把

握設備の制御建屋データ表示装置，制御建屋データ収集装

置，制御建屋可搬型情報表示装置（燃料加工建屋），制御建

屋可搬型情報収集装置（燃料加工建屋）及び制御建屋可搬

型情報収集装置と同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，離隔距離を確保することで，独立性及び位置的分

散を図る設計とする。 

制御建屋情報把握設備の制御建屋データ収集装置及び制



 

２－７ 

御建屋データ表示装置は，地震等により機能が損なわれる

場合，代替設備により機能を維持する設計とする。 

情報把握収集伝送設備のグローブボックス温度監視装

置，グローブボックス負圧・温度監視設備及び燃料加工建

屋データ収集装置は，地震等により機能が損なわれる場

合，代替設備により機能を維持する設計とする。 

制御建屋情報把握設備の制御建屋可搬型情報収集装置

（燃料加工建屋），制御建屋可搬型情報表示装置（燃料加工

建屋）及び制御建屋可搬型情報収集装置は，制御建屋可搬

型発電機及び情報連絡用可搬型発電機（第 32 条 電源設

備）から給電することで，所内電源設備（第 32 条 電源設

備）の給電で動作する制御建屋データ収集装置及び制御建

屋データ表示装置に対して多様性を有する設計とする。 

制御建屋情報把握設備の制御建屋可搬型情報収集装置

（燃料加工建屋），制御建屋可搬型情報表示装置（燃料加工

建屋）及び制御建屋可搬型情報収集装置並びに情報把握収

集伝送設備の第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び

第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置は，共通要因によ

って制御建屋データ収集装置及び制御建屋データ表示装置

と同時にその機能が損なわれるおそれがないように，故障

時のバックアップを含めて必要な数量を制御建屋データ収

集装置及び制御建屋データ表示装置が設置される制御建屋

から 100m 以上の離隔距離を確保した複数の外部保管エリア

に分散して保管することで位置的分散を図る設計とする。 

情報把握収集伝送設備の燃料加工建屋可搬型情報収集装



 

２－８ 

置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び第２保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置は，情報把握計装設備可搬

型発電機及び燃料加工建屋可搬型発電機（第 32 条 電源設

備）から給電することで，所内電源設備（第 32 条 電源設

備）の給電で動作するグローブボックス温度監視装置（設

計基準対象の施設と兼用，伝送路として使用），グローブボ

ックス負圧・温度監視設備（設計基準対象の施設と兼用，

伝送路として使用）及び燃料加工建屋データ収集装置に対

して多様性を有する設計とする。 

情報把握収集伝送設備の燃料加工建屋可搬型情報収集装

置は，共通要因によって燃料加工建屋データ収集装置と同

時にその機能が損なわれるおそれがないように，故障時の

バックアップを含めて必要な数量を燃料加工建屋データ収

集装置が設置される燃料加工建屋から 100ｍ以上の離隔距離

を確保した複数の外部保管エリアに分散して保管すること

で位置的分散を図る設計とする。 

情報把握設備の電源供給系統図を第 35．４図に示す。 

 

２．３ 悪影響防止 

基本方針については，「第 27 条 重大事故等対処設備」の

「２.１ 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。 

代替通信連絡設備のうち通話装置のケーブルは，重大事故

等発生前（通常時）の分離された状態から可搬型通話装置の

接続により重大事故等対処設備としての系統構成とするこ

とにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 



 

２－９ 

代替通信連絡設備のうち統合原子力防災ネットワークＩ

Ｐ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ及び統合

原子力防災ネットワークＴＶ会議システムは，安全機能を有

する施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等

対処設備として使用することにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

【補足説明資料２－３】 

緊急時対策建屋情報把握設備の情報収集装置，情報表示

装置，データ収集装置（燃料加工建屋）及びデータ表示装

置（燃料加工建屋）は，他の設備から独立して単独で使用

可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

 

制御建屋情報把握設備の制御建屋データ収集装置，制御

建屋データ表示装置，情報把握計装設備用屋内伝送系統及

び建屋間伝送用無線装置は，他の設備から独立して単独で

使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

情報把握収集伝送設備のグローブボックス温度監視装置

及びグローブボックス負圧・温度監視設備は，安全機能を

有する施設として使用する場合と同様の系統構成で重大事

故等対処設備として使用することにより，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

また，情報把握収集伝送設備の燃料加工建屋データ収集

装置，燃料加工建屋情報把握計装設備用屋内伝送系統及び



 

２－１０ 

燃料加工建屋間伝送用無線装置は，他の設備から独立して

単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

 

２．４ 個数及び容量等 

基本方針については，「27 条 重大事故等対処設備」の「２.

２ 個数及び容量」に示す。 

代替通信連絡設備の通話装置のケーブルは，再処理事業所

内の通信連絡をする必要のある箇所と通信連絡を行うため

に必要な系統として２系統を有する設計とする。 

所内通信連絡設備のページング装置，所内携帯電話，専用

回線電話及びファクシミリは，再処理事業所内の通信連絡を

する必要のある箇所と通信連絡を行うために必要な回線を

所内通信連絡設備として２回線以上有する設計とする。 

所外通信連絡設備の統合原子力防災ネットワークＩＰ電

話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力

防災ネットワークＴＶ会議システム，一般加入電話，一般携

帯電話及び衛星携帯電話及びファクシミリは，再処理事業所

外の通信連絡をする必要のある箇所と通信連絡を行うため

に必要な回線を所外通信連絡設備として２回線以上有する

設計とする。 

所内通信連絡設備の環境中継サーバは，計測等を行ったパ

ラメータを再処理事業所内の必要な場所に必要なデータ量

を伝送できる設計とするとともに，必要な個数として１台を

有する設計とする。 



 

２－１１ 

代替通信連絡設備の統合原子力防災ネットワークＩＰ－

ＦＡＸは，計測等を行ったパラメータを再処理事業所外の必

要な箇所に連絡することができる設計とするとともに，必要

な個数として１台を有する設計とする。 

再処理施設と共用する統合原子力防災ネットワークＩＰ

電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ及び統合

原子力防災ネットワークＴＶ会議システムは，同一の端末

を使用する設計とするため，再処理事業所外の通信連絡を

する必要のある箇所と通信連絡をするために必要な回線と

して１回線以上を有する設計とする。 

代替通信連絡設備のうち可搬型通話装置の保有数は，必

要数として13台，予備として故障時のバックアップを13台

の合計26台以上を確保する。 

代替通信連絡設備のうち再処理事業所内の通信連絡に用

いる可搬型衛星電話（屋内用）の保有数は，必要数として

２台，予備として故障時のバックアップを２台の合計４台

以上を確保する。 

再処理施設と共用する代替通信連絡設備のうち再処理事

業所内の通信連絡に用いる可搬型衛星電話（屋内用）の保

有数は，必要数として６台，予備として故障時のバックア

ップを６台の合計12台以上を確保する。 

代替通信連絡設備のうち再処理事業所内の通信連絡に用

いる可搬型トランシーバ（屋内用）の保有数は，必要数と

して８台，予備として故障時のバックアップを８台の合計

16台以上を確保する。 



 

２－12 

代替通信連絡設備のうち再処理事業所内の通信連絡に用

いる可搬型衛星電話（屋外用）の保有数は，必要数として

９台，予備として故障時のバックアップを９台の合計18台

以上を確保する。

再処理施設と共用する代替通信連絡設備のうち再処理事

業所内の通信連絡に用いる可搬型衛星電話（屋外用）の保

有数は，必要数として18台，予備として故障時のバックア

ップを18台の合計36台以上を確保する。 

代替通信連絡設備のうち再処理事業所内の通信連絡に用

いる可搬型トランシーバ（屋外用）の保有数は，必要数と

して44台，予備として故障時のバックアップを44台の合計

88台以上を確保する。 

再処理施設と共用する代替通信連絡設備のうち再処理事

業所外への通信連絡に用いる可搬型衛星電話（屋内用）の

保有数は，必要数として３台，予備として故障時のバック

アップを３台の合計６台以上を確保する。 

再処理施設と共用する代替通信連絡設備のうち再処理事

業所外への通信連絡に用いる可搬型衛星電話（屋外用）の

保有数は，必要数として１台，予備として故障時のバック

アップを１台の合計２台以上を確保する。 

再処理施設と共用する代替通信連絡設備の可搬型衛星電

話（屋内用）及び可搬型衛星電話（屋外用）は，再処理施

設及びＭＯＸ燃料加工施設における重大事故等対処の際，

同一の端末を使用する設計とする。 

【第 35．１表，35．２表，補足説明資料２－６】 
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緊急時対策建屋情報把握設備のデータ収集装置（燃料加

工建屋），データ表示装置（燃料加工建屋），再処理施設と

共用する情報収集装置，情報表示装置は，想定される重大

事故等時において必要な重要監視パラメータを収集及び表

示するため，それぞれ１台を有する設計とするとともに，

予備を含めたそれぞれ２台以上を有する設計とする。 

制御建屋情報把握設備の建屋間伝送用無線装置及び情報

把握計装設備用屋内伝送系統は，収集したパラメータを伝

送可能な容量を有する設計とするとともに予備を含めた数

量として制御建屋に２系統及び燃料加工建屋に２系統以上

を有する設計とする。 

制御建屋情報把握設備の制御建屋データ収集装置は，収

集した重要監視パラメータを電磁的に記録及び保存し，電

源喪失により保存した記録が失われないようにするととも

に帳票として出力できる設計とする。また，記録に必要な

容量は，記録が必要な期間に亘って保存できる容量を有す

る設計とする。 

制御建屋情報把握設備の制御建屋データ収集装置は，重

大事故等時におけるパラメータを記録するために必要な保

存容量を有する設計とする。 

情報把握収集伝送設備の燃料加工建屋間伝送用無線装置

及び燃料加工建屋情報把握計装設備用屋内伝送系統は，収

集したパラメータを伝送可能な容量を有する設計とすると

ともに，予備を含めた数量として燃料加工建屋に２系統以

上を有する設計とする。 
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情報把握収集伝送設備の燃料加工建屋データ収集装置

は，重大事故等時におけるパラメータを記録するために必

要な保存容量を有する設計とする。 

制御建屋情報把握設備の制御建屋可搬型情報収集装置

（燃料加工建屋）及び制御建屋可搬型情報収集装置は，必

要なデータ量の収集及び記録容量を有する設計とし，保有

数は，必要数として重大事故等の対処に必要な個数を有す

る設計とするとともに，故障時のバックアップを必要数以

上確保する設計とする。 

制御建屋情報把握設備の制御建屋可搬型情報収集装置

（燃料加工建屋）及び制御建屋可搬型情報収集装置は，収

集した重要監視パラメータを電磁的に記録及び保存し，電

源喪失により保存した記録が失われないようにするととも

に帳票として出力できる設計とする。また，記録に必要な

容量は，記録が必要な期間に亘って保存できる容量を有す

る設計とする。 

再処理施設と共用する制御建屋情報把握設備の制御建屋

可搬型情報収集装置は，ＭＯＸ燃料加工施設及び再処理施

設における重大事故等対処に同時に対処することを考慮

し，対処に必要となるデータの収集，記録容量及び個数を

確保することで，共用によって重大事故時の対処に影響を

及ぼさない設計とする。 

情報把握収集伝送設備の燃料加工建屋可搬型情報収集装

置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び第２保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置は，必要なデータ量の伝送
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容量を有する設計とし，保有数は，必要数として重大事故

等の対処に必要な個数を有する設計とするとともに，故障

時のバックアップを必要数以上確保する設計とする。 

再処理施設と共用する情報把握収集伝送設備の第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置及び第２保管庫・貯水所可

搬型情報収集装置は，ＭＯＸ燃料加工施設及び再処理施設

における重大事故等対処に同時に対処することを考慮し，

対処に必要となるデータの伝送容量及び個数を確保するこ

とで，共用によって重大事故時の対処に影響を及ぼさない

設計とする。 

 

２．５ 環境条件等 

基本方針については，「27条 重大事故等対処設備」の「２.

３ 環境条件等」に示す。 

地震を要因として発生した場合に対処に用いる代替通信

連絡設備の通話装置のケーブル，統合原子力防災ネットワ

ークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ

及び統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システムは，

「第27条 重大事故等対処設備」の「３．地震を要因とす

る重大事故等に対する施設の耐震設計の基本方針」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわない設計とする。 

所内通信連絡設備のページング装置，専用回線電話，フ

ァクシミリ及び環境中継サーバ並びに代替通信連絡設備の

通話装置のケーブル，統合原子力防災ネットワークＩＰ電

話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ及び統合原
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子力防災ネットワークＴＶ会議システムは，外部からの衝

撃による損傷を防止できる燃料加工建屋，制御建屋及び緊

急時対策建屋に設置し，風（台風）等により機能を損なわ

ない設計とする。 

内的事象を要因として発生した場合に対処に用いる所内

通信連絡設備のページング装置，所内携帯電話，専用回線

電話，ファクシミリ，環境中継サーバ，所外通信連絡設備

の一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びファク

シミリは自然現象，人為事象，溢水，火災及び内部発生飛

散物により機能が損なわれる場合，代替設備による機能の

確保や修理の対応により機能を維持する設計とする。 

代替通信連絡設備の統合原子力防災ネットワークＩＰ電

話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ及び統合原

子力防災ネットワークＴＶ会議システムは，溢水量を考慮

し，影響を受けない高さへの設置及び被水防護する設計と

する。 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可搬型衛星電話

（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型衛星

電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）は，外

部からの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋，制御

建屋，緊急時対策建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋及

び外部保管エリアに保管し，風（台風）等により機能を損

なわない設計とする。 

地震を要因として発生した場合に対処に用いる代替通信

連絡設備のうち可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内
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用），可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話

（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）は，「第27

条 重大事故等対処設備」の「３．地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計の基本方針」に基づく設計

とすることでその機能を損なわない設計とする。 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可搬型衛星電話

（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型衛星

電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）は，溢

水量を考慮し，影響を受けない高さへの保管及び被水防護

をする設計とする。 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可搬型衛星電話

（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型衛星

電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）は，内

部発生飛散物の影響を考慮し，燃料加工建屋，制御建屋，

緊急時対策建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び外部保

管エリアの内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管す

ることにより，機能を損なわない設計とする。 

代替通信連絡設備のうち可搬型衛星電話（屋内用），可

搬型トランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）

及び可搬型トランシーバ（屋外用）は，火山の影響（降下

火災物による積載荷重）に対して除灰する手順を整備す

る。 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置は，想定される重大

事故等が発生した場合においても設置及び常設設備との接

続に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない
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場所を選定することで，当該設備の設置及び常設設備との

接続が可能な設計とする。 

内的事象を要因として重大事故等が発生した場合に対処

に用いる緊急時対策建屋情報把握設備のデータ収集装置

（燃料加工建屋）及びデータ表示装置（燃料加工建屋）

は，地震等により機能が損なわれる場合，代替設備による

機能の確保及び修理により機能を損なわない設計とする。 

緊急時対策建屋情報把握設備のデータ収集装置（燃料加

工建屋）及びデータ表示装置(燃料加工建屋)は，自然現

象，人為事象，溢水，火災及び内部発生飛散物に対して，

代替設備により機能を維持する設計とする。 

緊急時対策建屋情報把握設備は，溢水量を考慮し，影響

を受けない高さへの設置及び被水防護する設計とする。 

制御建屋情報把握設備の制御建屋データ収集装置，制御

建屋データ表示装置及び情報把握計装設備用屋内伝送系統

は，外部からの衝撃による損傷を防止できる制御建屋に設

置し，風（台風）等により機能を損なわない設計とする。 

制御建屋情報把握設備の制御建屋データ収集装置及び制

御建屋データ表示装置は，地震等により機能が損なわれる

場合，代替設備による機能の確保，修理の対応等により機

能を維持する設計とする。 

制御建屋情報把握設備の制御建屋データ収集装置，制御

建屋データ表示装置及び情報把握計装設備用屋内伝送系統

は，制御建屋内に設置し，溢水量を考慮し，影響を受けな

い高さへの設置及び被水防護する設計とする。 
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制御建屋情報把握設備の情報把握計装設備用屋内伝送系

統及び建屋間伝送用無線装置は，「第 27 条 重大事故等対

処設備」の「３．地震を要因とする重大事故等に対する施

設の耐震設計」に基づく設計とすることでその機能を損な

わない設計とする。 

制御建屋情報把握設備の建屋間伝送用無線装置は，風

（台風），竜巻，積雪及び火山の影響に対して，風（台風）

及び竜巻による風荷重，積雪荷重並びに降下火砕物による

積載荷重により機能を損なわない設計とする。 

制御建屋情報把握設備の制御建屋可搬型情報収集装置

（燃料加工建屋），制御建屋可搬型情報表示装置（燃料加工

建屋），制御建屋可搬型情報収集装置は，想定される重大事

故等が発生した場合においても操作に支障がないように，

線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定又は当該設備

の設置場所への遮蔽の設置等により当該設備の設置場所で

操作可能な設計とする。 

制御建屋情報把握設備の制御建屋可搬型情報収集装置

（燃料加工建屋），制御建屋可搬型情報表示装置（燃料加工

建屋），制御建屋可搬型情報収集装置は，外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる第１保管庫・貯水所及び第２保管

庫・貯水所に保管し，風（台風）等により機能を損なわな

い設計とする。 

情報把握収集伝送設備のグローブボックス温度監視装置

（設計基準対象の施設と兼用，伝送路として使用），グロー

ブボックス負圧・温度監視設備（設計基準対象の施設と兼
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用，伝送路として使用），燃料加工建屋データ収集装置及び

燃料加工建屋情報把握計装設備用屋内伝送系統は，外部か

らの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋に設置し，

風（台風）等により機能を損なわない設計とする。 

情報把握収集伝送設備のグローブボックス温度監視装置

（設計基準対象の施設と兼用，伝送路として使用），グロー

ブボックス負圧・温度監視設備（設計基準対象の施設と兼

用，伝送路として使用）及び燃料加工建屋データ収集装置

は，地震等により機能が損なわれる場合，代替設備による

機能の確保，修理の対応等により機能を維持する設計とす

る。 

情報把握収集伝送設備の燃料加工建屋情報把握計装設備

用屋内伝送系統は燃料加工建屋内に設置し，溢水量を考慮

し，影響を受けない高さへの設置及び被水防護する設計と

する。 

情報把握収集伝送設備の燃料加工建屋情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び燃料加工建屋間伝送用無線装置は，「第

27 条 重大事故等対処設備」の「３．地震を要因とする重

大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とするこ

とでその機能を損なわない設計とする。 

情報把握収集伝送設備の燃料加工建屋間伝送無線装置

は，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響に対して，風

（台風）及び竜巻による風荷重，積雪荷重並びに降下火砕

物による積載荷重により機能を損なわない設計とする。 

情報把握収集伝送設備の燃料加工建屋可搬型情報収集装
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置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，情報把握計装設備可搬型

発電機は，外部からの衝撃による損傷を防止できる第１保

管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所に保管し，風（台

風）等により機能を損なわない設計とする。 

情報把握収集伝送設備の情報把握計装設備可搬型発電機

は，積雪及び火山の影響に対して，積雪に対しては除雪す

る手順を，火山の影響（降下火砕物による積載荷重）に対

しては除灰する手順を整備する。 

情報把握収集伝送設備の燃料加工建屋可搬型情報収集装

置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保管庫・

貯水所可搬型情報収集装置，情報把握計装設備可搬型発電機

は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作に

支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の

選定又は当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により当該

設備の設置場所で操作可能な設計とする。 

 

２．６ 操作性の確保 

基本方針については，「27条 重大事故等対処設備」の「２.

４ 操作性及び試験・検査性」に示す。 

代替通信連絡設備の通話装置のケーブルと可搬型通話装

置との接続は，コネクタ接続に統一することにより，速や

かに，容易，かつ確実に現場での接続が可能な設計とす

る。 

代替通信連絡設備の可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬



 

２－２２ 

型トランシーバ（屋内用）における機器同士の接続は，コ

ネクタ接続に統一することにより，速やかに，容易，かつ

確実に現場での接続が可能な設計とする。 

制御建屋情報把握設備の制御建屋可搬型情報収集装置

（燃料加工建屋），制御建屋可搬型情報表示装置（燃料加工

建屋）及び制御建屋可搬型情報収集装置と情報把握計装設

備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置との接続は，

コネクタ方式又はより簡便な接続方式とし，現場での接続

が容易に可能な設計とする。 

情報把握収集伝送設備の燃料加工建屋可搬型情報収集装

置と燃料加工建屋情報把握計装設備用屋内伝送系統及び燃

料加工建屋間伝送用無線装置との接続は，コネクタ方式又

はより簡便な接続方式とし，現場での接続が容易に可能な

設計とする。 

【第35．８表，第35．９表，補足説明資料２－５，２－７】 

 

２．７ 試験・検査 

基本方針については，「27条 重大事故等対処設備」の「２.

４ 操作性及び試験・検査性」に示す。 

所内通信連絡設備のページング装置，所内携帯電話，専

用回線電話，ファクシミリ及び環境中継サーバ並びに所外

通信連絡設備の一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電

話，ファクシミリ，代替通信連絡設備の統合原子力防災ネ

ットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－

ＦＡＸ及び統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム
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は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な

機能を確認するため，性能及び外観の確認が可能な設計と

する。また，当該機能を健全に維持するため，取替え，保

修等が可能な設計とする。 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可搬型衛星電話

（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型衛星

電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）は，通

常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を

確認するため，機能，性能及び外観の確認が可能な設計と

する。また，当該機能を健全に維持するため，取替え，保

修，分解点検等が可能な設計とする。 

乾電池を用いるものについては，定期的に乾電池を交換

する。充電池を用いるものについては，定期的に充電を行

う。 

 緊急時対策建屋情報把握設備の情報収集装置，情報表

示装置，データ収集装置（燃料加工建屋），データ表示装置

（燃料加工建屋），制御建屋情報把握設備の情報把握計装設

備用屋内伝送系統，建屋間伝送用無線装置，制御建屋デー

タ収集装置，制御建屋データ表示装置，制御建屋可搬型情

報収集装置（燃料加工建屋），制御建屋可搬型情報表示装置

（燃料加工建屋），制御建屋可搬型情報収集装置は，通常時

において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認

するため，独立して動作確認及び外観点検が可能な設計と

する。また，当該機能を健全に維持するため，取替え，保

修等が可能な設計とする。 



 

２－２４ 

情報把握収集伝送設備の燃料加工建屋情報把握計装設備

用屋内伝送系統，燃料加工建屋間伝送用無線装置，燃料加

工建屋データ収集装置，燃料加工建屋可搬型情報収集装

置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情報把握計装設備可搬

型発電機は，通常時において，重大事故等に対処するため

に必要な機能を確認するため，独立して動作確認及び外観

点検が可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持す

るため，取替え，保修等が可能な設計とする。 

【補足説明資料２－９】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

３－１ 

３．主要設備及び仕様 

通信連絡を行うために必要な設備の仕様を第35．２表に示

す。 



 

４－１ 

４．系統構成及び主要設備 

（１）再処理事業所内の通信連絡を行うために必要な設備 

重大事故等が発生した場合において，再処理事業所内の

通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための代

替通信連絡設備として，通話装置のケーブルを設置する。 

重大事故等が発生した場合において，再処理事業所内の

通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための代

替通信連絡設備として，可搬型通話装置，可搬型衛星電話

（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型衛星

電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）を配備

する。 

重大事故等が発生した場合において，計測等を行ったパラ

メータを再処理事業所内の必要な場所で共有するための設

備として，「第 33 条 監視測定設備」の代替モニタリング設

備の一部である可搬型環境モニタリング用データ伝送装置

及び代替気象観測設備の一部である可搬型気象観測用デー

タ伝送装置を配備する。 

重大事故等が発生した場合において，代替通信連絡設備

へ給電するための設備として，「第32条 電源設備」の一

部である燃料加工建屋可搬型発電機，情報連絡用可搬型発

電機及び制御建屋可搬型発電機並びに「第34条 緊急時対

策所」の一部である緊急時対策建屋用発電機を配備する。 

重大事故等が発生した場合において，所内通信連絡設備

へ給電するための設備として，「第32条 電源設備」の一

部である受電開閉設備等を常設重大事故等対処設備として
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位置付ける。 

設計基準対象の施設と兼用する所内通信連絡設備のペー

ジング装置，所内携帯電話，専用回線電話，ファクシミリ

及び環境中継サーバを常設重大事故等対処設備として位置

付ける。 

通話装置のケーブルは，燃料加工建屋内において，必要

な連絡を行う際に使用するものであり，屋内にあらかじめ

敷設してあるケーブル及び接続口で構成される系統であ

る。 

通話装置のケーブルは，常設重大事故等対処設備として

燃料加工建屋内に２系統設け，可搬型通話装置を接続して

使用可能な設備である。 

可搬型通話装置は，燃料加工建屋内で必要な連絡を行う

際に使用するものであり，可搬型通話装置の端末を通話装

置のケーブルに接続することで，通話装置のケーブルを通

じて可搬型通話装置の端末間で通信連絡を行うことができ

る設備である。 

可搬型通話装置は，可搬型重大事故等対処設備として燃

料加工建屋及び外部保管エリアに保管する。 

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内

用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ

（屋外用）は，中央監視室，再処理施設の中央制御室，緊

急時対策所及び屋外間で連絡を行う際に使用するものであ

り，衛星回線又は無線回線を用いて通信連絡を行う設備で

ある。 



 

４－３ 

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内

用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ

（屋外用）は，可搬型重大事故等対処設備として燃料加工

建屋，制御建屋，緊急時対策建屋，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋及び外部保管エリアに保管する。 

可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋

内用）は，ハンドセットを中央監視室，再処理施設の中央

制御室及び緊急時対策所に配備し，屋外に配備したアンテ

ナと接続することにより，屋内で使用できる設備である。 

可搬型通話装置は，乾電池で動作可能な設備である。 

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内

用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ

（屋外用）は，充電池で動作可能な設備である。さらに，

可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋内

用）は，「第32条 電源設備」の一部である燃料加工建屋

可搬型発電機，情報連絡用可搬型発電機及び制御建屋可搬

型発電機並びに「第34条 緊急時対策所」の一部である緊

急時対策建屋用発電機から受電し，動作可能な設備であ

る。 

乾電池を用いる設備は，７日間以上継続して通話が可能

な設備である。また，充電池を用いる設備は，「第32条 

電源設備」の一部である燃料加工建屋可搬型発電機，情報

連絡用可搬型発電機及び制御建屋可搬型発電機にて充電又

は受電することで７日間以上継続して通話が可能な設備で

ある。 



 

４－４ 

再処理事業所内の通信連絡を行うために必要な設備は，

重大事故等対処設備として以下の所内通信連絡設備，代替

通信連絡設備及び情報把握設備で構成する。 

ａ．所内通信連絡設備 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

 ページング装置（設計基準対象の施設と兼用） 

 所内携帯電話（設計基準対象の施設と兼用） 

 専用回線電話（設計基準対象の施設と兼用） 

 ファクシミリ（設計基準対象の施設と兼用） 

 環境中継サーバ（設計基準対象の施設と兼用） 

ｂ．代替通信連絡設備 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

通話装置のケーブル 

（ｂ）可搬型重大事故等対処設備 

可搬型通話装置 

可搬型衛星電話（屋内用） 

可搬型トランシーバ（屋内用） 

可搬型衛星電話（屋外用） 

可搬型トランシーバ（屋外用） 

ｃ．情報把握設備 

（ａ）緊急時対策建屋情報把握設備 

ⅰ．常設重大事故等対処設備 

情報収集装置（再処理施設と共用） 

情報表示装置（再処理施設と共用） 

 



 

４－５ 

データ収集装置（燃料加工建屋） 

データ表示装置（燃料加工建屋） 

（ｂ）制御建屋情報把握設備 

ⅰ．常設重大事故等対処設備 

情報把握計装設備用屋内伝送系統 

（再処理施設と共用） 

建屋間伝送用無線装置 

（再処理施設と共用） 

制御建屋データ収集装置 

制御建屋データ表示装置 

所内電源設備 

（再処理施設と共用，第 32 条 電源設備） 

ⅱ．可搬型重大事故等対処設備 

制御建屋可搬型情報収集装置（燃料加工建屋） 

制御建屋可搬型情報表示装置（燃料加工建屋） 

制御建屋可搬型情報収集装置（再処理施設と共用） 

制御建屋可搬型発電機 

（再処理施設と共用，第 32 条 電源設備） 

情報連絡用可搬型発電機（第 32 条 電源設備） 

（ｃ）情報把握収集伝送設備 

ⅰ．常設重大事故等対処設備 

燃料加工建屋情報把握計装設備用屋内伝送系統 

燃料加工建屋間伝送用無線装置 

グローブボックス温度監視装置 

（設計基準対象の施設と兼用，伝送路として使用） 



 

４－６ 

グローブボックス負圧・温度監視設備 

（設計基準対象の施設と兼用，伝送路として使用） 

燃料加工建屋データ収集装置 

所内電源設備 

（再処理施設と共用，第 32 条 電源設備） 

ⅱ．可搬型重大事故等対処設備 

燃料加工建屋可搬型情報収集装置 

第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置 

（再処理施設と共用） 

第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置 

（再処理施設と共用） 

情報把握計装設備可搬型発電機 

（再処理施設と共用） 

燃料加工建屋可搬型発電機（第32条 電源設備） 

 

重大事故等が発生した場合に，計測等を行ったパラメー

タを再処理事業所内の必要な場所で共有する通信設備とし

て，「（１）ａ．所内通信連絡設備」，「（１）ｂ．代替

通信連絡設備」，「（１）ｃ．制御建屋情報把握設備」及

び「（１）ｄ．情報把握収集伝送設備」を使用する。 

具体的には，制御建屋情報把握設備，情報把握収集伝送

設備，「第33条 監視測定設備」の代替モニタリング設備

の一部である可搬型環境モニタリング用データ伝送装置及

び代替気象観測設備の一部である可搬型気象観測用データ

伝送装置が配備されるまでは，可搬型衛星電話（屋内
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用），可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話

（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）を使用す

る。 

制御建屋情報把握設備，情報把握収集伝送設備，「第33

条 監視測定設備」の代替モニタリング設備の一部である

可搬型環境モニタリング用データ伝送装置，代替気象観測

設備の一部である可搬型気象観測用データ伝送装置及び

「第34条 緊急時対策所」の一部である緊急時対策建屋情

報把握設備が配備された後は，計測等を行った重大事故等

の対処に必要なパラメータを制御建屋情報把握設備，情報

把握収集伝送設備，「第33条 監視測定設備」の代替モニ

タリング設備の一部である可搬型環境モニタリング用デー

タ伝送装置，代替気象観測設備の一部である可搬型気象観

測用データ伝送装置及び「第34条 緊急時対策所」の一部

である緊急時対策建屋情報把握設備にて共有する。 

【第35．１表，35．２表，補足説明資料２－２， 

２－４，２－５，２－６，２－８】 

 

（２）再処理事業所外への通信連絡を行うために必要な設  

   備 

重大事故等が発生した場合において，再処理事業所外の

通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための代

替通信連絡設備として，統合原子力防災ネットワークＩＰ

電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ及び統合

原子力防災ネットワークＴＶ会議システムを設置する。 
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重大事故等が発生した場合において，再処理事業所外の

通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための代

替通信連絡設備として，可搬型衛星電話（屋内用）及び可

搬型衛星電話（屋外用）を配備する。 

重大事故等が発生した場合において，代替通信連絡設備

へ給電するための設備として，「第34条 緊急時対策所」

の一部である緊急時対策建屋用発電機を常設重大事故等対

処設備として設置する。 

重大事故等が発生した場合において，所外通信連絡設備

へ給電するための設備として，「第32条 電源設備」の一

部である受電開閉設備等を常設重大事故等対処設備として

位置付ける。 

設計基準対象の施設と兼用する所外通信連絡設備の統合

原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネット

ワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会

議システム，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話

及びファクシミリを常設重大事故等対処設備として位置付

ける。 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災

ネットワークＩＰ－ＦＡＸ及び統合原子力防災ネットワー

クＴＶ会議システムは，専用回線を介して再処理事業所外

へ通信連絡を行うために使用するものであり，常設重大事

故等対処設備として緊急時対策建屋に設置する。 

可搬型衛星電話（屋内用）は，再処理事業所外へ通信連

絡を行うために使用するものであり，衛星回線を用いて通
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信連絡を行う設備である。 

可搬型衛星電話（屋内用）は，可搬型重大事故等対処設

備として，緊急時対策建屋及び外部保管エリアに保管す

る。 

可搬型衛星電話（屋外用）は，再処理事業所外へ通信連

絡を行うために使用するものであり，衛星回線を用いて通

信連絡を行う設備である。 

可搬型衛星電話（屋外用）は，可搬型重大事故等対処設

備として，制御建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び外

部保管エリアに保管する。 

可搬型衛星電話（屋内用）は，ハンドセットを緊急時対

策建屋内に配備し，屋外に配備したアンテナと接続するこ

とにより，屋内で使用可能な設備である。 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災

ネットワークＩＰ－ＦＡＸ及び統合原子力防災ネットワー

クＴＶ会議システムは，「第34条 緊急時対策所」の一部

である緊急時対策建屋用発電機から受電することにより動

作可能な設備である。 

可搬型衛星電話（屋内用）は，「第34条 緊急時対策

所」の一部である緊急時対策建屋用発電機から受電するこ

とにより動作可能な設備である。 

可搬型衛星電話（屋外用）は，代替電源として充電池で

動作可能な設備である。 

再処理事業所外への通信連絡を行うために必要な設備

は，重大事故等対処設備として以下の所外通信連絡設備及
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び代替通信連絡設備で構成する。 

再処理事業所外への通信設備のうち，統合原子力防災ネ

ットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－

ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム，

可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型衛星電話（屋外用）

は，再処理施設と共用する。 

ａ．所外通信連絡設備 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話 

（設計基準対象の施設と兼用） 

統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ 

（設計基準対象の施設と兼用） 

統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム 

（設計基準対象の施設と兼用） 

一般加入電話（設計基準対象の施設と兼用） 

一般携帯電話（設計基準対象の施設と兼用） 

衛星携帯電話（設計基準対象の施設と兼用） 

ファクシミリ（設計基準対象の施設と兼用） 

ｂ．代替通信連絡設備 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話 

（設計基準対象の施設と兼用）（再処理施設と共用） 

統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ 

（設計基準対象の施設と兼用）（再処理施設と共用） 

統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム 



 

４－１１ 

（設計基準対象の施設と兼用）（再処理施設と共用） 

（ｂ）可搬型重大事故等対処設備 

可搬型衛星電話（屋内用）（再処理施設と共用） 

可搬型衛星電話（屋外用）（再処理施設と共用） 

 

重大事故等が発生した場合に，計測等を行ったパラメー

タを再処理事業所外の必要な場所で共有する通信設備とし

て，「（１）ｃ．制御建屋情報把握設備」，「（１）ｄ．

情報把握収集伝送設備」，「（２）ａ．所外通信連絡設

備」及び「（２）ｂ．代替通信連絡設備」を使用する。 

具体的には，制御建屋情報把握設備，情報把握収集伝送

設備，「第33条 監視測定設備」の代替モニタリング設備

の一部である可搬型環境モニタリング用データ伝送装置及

び代替気象観測設備の一部である可搬型気象観測用データ

伝送装置並びに「第34条 緊急時対策所」の一部である緊

急時対策建屋情報把握設が配備されるまでは，可搬型衛星

電話（屋内用）及び可搬型衛星電話（屋外用）を使用す

る。 

制御建屋情報把握設備，情報把握収集伝送設備，「第33

条 監視測定設備」の代替モニタリング設備の一部である

可搬型環境モニタリング用データ伝送装置，代替気象観測

設備の一部である可搬型気象観測用データ伝送装置及び

「第34条 緊急時対策所」の一部である緊急時対策建屋情

報把握設備が配備された後は，計測等を行った重大事故等

の対処に必要なパラメータを統合原子力防災ネットワーク
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ＩＰ－ＦＡＸにて送信し，共有する。 

【第35．１表，35．２表，補足説明資料２－２， 

２－４，２－５，２－６，２－８】 



 

 

35.１表 所内通信連絡設備，所外通信連絡設備，代替通信連絡設備の一覧（１／２） 

設備名称 主要設備 設置又は保管場所 通話場所 駆動電源 通信回線 個数(2) 

所内通信連

絡設備 
ページング装置(1) 

燃料加工建屋 

制御建屋 

緊急時対策建屋 

再処理事業所内 

非常用所内電源設備 

無停電交流電源 

蓄電池 

有線 3 

所内携帯電話(1) 低レベル廃棄物処理建屋 再処理事業所内 蓄電池 無線 1 

専用回線電話 
燃料加工建屋 

緊急時対策建屋 
再処理事業所内 充電池 有線 2 

ファクシミリ 

 

燃料加工建屋 

 

再処理事業所内 

 

無停電交流電源 

 

有線 

 

1 

 

環境中継サーバ(1) 緊急時対策建屋 再処理事業所内 無停電交流電源 有線，衛星 1 

所外通信連

絡設備 
統合原子力防災ネットワークＩＰ電話(1) 緊急時対策建屋 再処理事業所外 無停電交流電源 

有線，衛星 

（通信事業者回線） 
1 

統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ(1) 緊急時対策建屋 再処理事業所外 無停電交流電源 
有線，衛星 

（通信事業者回線） 
1 

統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム(1) 緊急時対策建屋 再処理事業所外 無停電交流電源 
有線，衛星 

（通信事業者回線） 
1 

一般加入電話(1) 緊急時対策建屋 再処理事業所外 通信事業者回線から給電 有線 

（通信事業者回線） 
5 

一般携帯電話(1) 緊急時対策建屋 再処理事業所外 充電池 無線 

（通信事業者回線） 
2 

衛星携帯電話(1) 緊急時対策建屋 再処理事業所外 無停電交流電源 衛星 

（通信事業者回線） 
20 

ファクシミリ(1) 緊急時対策建屋 再処理事業所外 無停電交流電源 有線 

（通信事業者回線） 
1 

注記 （１）の設備は再処理施設と共用する。 

   （２）の個数は，故障時バックアップを含む。 

表
－

１
 



 

 

35.1表 所内通信連絡設備，所外通信連絡設備，代替通信連絡設備の一覧（２／２） 

設備名称 主要設備 設置又は保管場所 通話場所 駆動電源 通信回線 
個数

(2) 

代替通信連

絡設備 
通話装置のケーブル 燃料加工建屋 再処理事業所内 － 有線 2系統 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話(1) 緊急時対策建屋 再処理事業所外 緊急時対策建屋用発電機 
有線、衛星 

（通信事業者回線） 
1 

統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ(1) 緊急時対策建屋 再処理事業所外 緊急時対策建屋用発電機 
有線，衛星 

（通信事業者回線 
1 

統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム(1) 緊急時対策建屋 再処理事業所外 緊急時対策建屋用発電機 
有線，衛星 

（通信事業者回線） 
1 

可搬型通話装置 
燃料加工建屋 

外部保管エリア 
再処理事業所内 乾電池 有線 26 

可搬型衛星電話（屋内用）(1) 

燃料加工建屋 

制御建屋 

緊急時対策建屋 

外部保管エリア 

再処理事業所内 

充電池 

燃料加工建屋可搬型発電機 

情報連絡用可搬型発電機 

制御建屋可搬型発電機 

緊急時対策建屋用発電機 

衛星 

（通信事業者回線） 
16 

可搬型トランシーバ（屋内用） 
燃料加工建屋 

外部保管エリア 
再処理事業所内 

充電池 

燃料加工建屋可搬型発電機 

情報連絡用可搬型発電機 

緊急時対策建屋用発電機 

無線 16 

可搬型衛星電話（屋外用）(1) 

燃料加工建屋 

制御建屋 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

緊急時対策建屋 

外部保管エリア 

再処理事業所内 充電池 
衛星 

（通信事業者回線） 
54 

可搬型トランシーバ（屋外用） 
燃料加工建屋 

外部保管エリア 
再処理事業所内 充電池 無線 88 

可搬型衛星電話（屋内用）(1) 
緊急時対策建屋 

外部保管エリア 
再処理事業所外 緊急時対策建屋用発電機 

衛星 

（通信事業者回線） 
6 

可搬型衛星電話（屋外用）(1) 
制御建屋 

外部保管エリア 
再処理事業所外 充電池 

衛星 

（通信事業者回線） 
2 

注記 （１）の設備は再処理施設と共用する。 

   （２）の個数は，故障時バックアップを含む。

表
－

２
 



 

表－３ 

第 35．２表（１） 所内通信連絡設備，所外通信連絡設

備，代替通信連絡設備及び情報把握設

備の主要設備の仕様 

 

（１） 通信連絡設備 

ａ．所内通信連絡設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

（ａ） ページング装置（設計基準対象の施設と兼用） 

（再処理施設と共用） 

通信回線    有線 

 

（ｂ） 所内携帯電話（設計基準対象の施設と兼用） 

    （再処理施設と共用） 

通信回線    無線 

 

（ｃ） 専用回線電話（設計基準対象の施設と兼用） 

通信回線    有線 

 

（ｄ） ファクシミリ（設計基準対象の施設と兼用） 

通信回線    有線 

 

（ｅ） 環境中継サーバ（設計基準対象の施設と兼用） 

（再処理施設と共用） 

通信回線    有線，無線 ｂ．所外通信連絡設備 



 

表－４ 

［常設重大事故等対処設備］ 

（ａ） 統合原子力防災ネットワークＩＰ電話 

（設計基準対象の施設と兼用） 

（再処理施設と共用） 

通信回線    有線，衛星（通信事業者回線） 

 

（ｂ） 統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ 

（設計基準対象の施設と兼用） 

（再処理施設と共用） 

通信回線    有線，衛星（通信事業者回線） 

 

（ｃ） 統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム 

（設計基準対象の施設と兼用） 

（再処理施設と共用） 

通信回線    有線，衛星（通信事業者回線） 

 

（ｄ） 一般加入電話 

（設計基準対象の施設と兼用） 

（再処理施設と共用） 

通信回線    有線（通信事業者回線） 

 

（ｅ） 一般携帯電話 

（設計基準対象の施設と兼用） 

（再処理施設と共用） 



 

表－５ 

通信回線    無線（通信事業者回線） 

 

（ｆ） 衛星携帯電話 

（設計基準対象の施設と兼用） 

    （再処理施設と共用） 

通信回線    衛星（通信事業者回線） 

 

（ｇ） ファクシミリ 

（設計基準対象の施設と兼用） 

（再処理施設と共用） 

通信回線    有線（通信事業者回線） 

（２）代替通信連絡設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ．通話装置のケーブル 

通信回線    有線 

系  統    ２ 

 

ｂ．統合原子力防災ネットワークＩＰ電話 

（設計基準対象の施設と兼用）（再処理施設と共用） 

通信回線    有線，衛星 

（通信事業者回線） 

 

ｃ．統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ 

（設計基準対象の施設と兼用）（再処理施設と共用） 



 

表－６ 

通信回線    有線，衛星（通信事業者回線） 

 

ｄ．統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム（設計 

基準対象の施設と兼用）（再処理施設と共用） 

通信回線    有線，衛星（通信事業者回線） 

 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ａ．可搬型通話装置 

通信回線    有線 

台  数    26 台（予備として故障時 

 

 ｂ．可搬型衛星電話（屋内用）※ １（再処理施設と共用） 

通信回線    衛星（通信事業者回線） 

台  数     22 台（予備として故障時の 

バックアップを 11 台） 

※１ 可搬型衛星電話（屋内用）のうち，18 台を再処 

   理施設と共用する。 

 

 ｃ．可搬型トランシーバ（屋内用） 

通信回線    無線 

台  数    16 台（予備として故障時の

バックアップを８台） 

 

 ｄ．可搬型衛星電話（屋外用）※ ２（再処理施設と共用） 



 

表－７ 

通信回線    衛星（通信事業者回線） 

      台  数    56 台（予備として故障時のバ

ックアップを 28 台） 

※２ 可搬型衛星電話（屋外用）のうち，38 台を再処 

   理施設と共用する。 

 

 ｅ．可搬型トランシーバ（屋外用） 

通信回線    無線 

台  数    88 台（予備として故障時の

バックアップを 44

台） 

（３）情報把握設備 

ａ．緊急時対策建屋情報把握設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

情報収集装置（再処理施設と共用） 

台  数  ２台（予備として故障時のバックア

ップを１台） 

情報表示装置（再処理施設と共用） 

台  数   ２台（予備として故障時のバック

アップを１台） 

 

データ収集装置（燃料加工建屋） 

台  数   ２台（予備として故障時のバック

アップを１台） 



 

表－８ 

データ表示装置（燃料加工建屋） 

台  数    ２台（予備として故障時のバック

アップを１台） 

ｂ．制御建屋情報把握設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

情報把握計装設備用屋内伝送系統（再処理施設と共用） 

系  統    ２系統（うち予備１系統） 

建屋間伝送用無線装置（再処理施設と共用） 

系  統    ２系統（うち予備１系統） 

制御建屋データ収集装置 

台  数    １台 

制御建屋データ表示装置 

台  数    １台 

 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

制御建屋可搬型情報収集装置（燃料加工建屋） 

台  数    ２台（予備として故障時のバ

ックアップを１台） 

制御建屋可搬型情報表示装置（燃料加工建屋） 

台  数    ２台（予備として故障時のバ

ックアップを１台） 

制御建屋可搬型情報収集装置（再処理施設と共用） 

台  数    ２台（予備として故障時のバ

ックアップを１台） 



 

表－９ 

c. 情報把握収集伝送設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

燃料加工建屋情報把握計装設備用屋内伝送系統 

系  統    ２系統（うち予備１系統） 

燃料加工建屋間伝送用無線装置 

系  統    ２系統（うち予備１系統） 

燃料加工建屋データ収集装置 

台  数    １台 

グローブボックス温度監視装置 

（設計基準対象の施設と兼用，伝送路として使用） 

数  量    １式 

グローブボックス負圧・温度監視設備 

（設計基準対象の施設と兼用，伝送路として使用） 

数  量    １式 

 

[可搬型重大事故等対処設備] 

燃料加工建屋可搬型情報収集装置 

台  数    ２台（予備として故障時のバ

ックアップを１台） 

第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置 

（再処理施設と共用） 

台  数    ２台（予備として故障時のバ

ックアップを１台） 

第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置 



 

表－１０ 

（再処理施設と共用） 

台  数    ２台（予備として故障時のバ

ックアップを１台） 

情報把握計装設備可搬型発電機（再処理施設と共用） 

台  数    ５台（予備として故障時及び

待 機除外時のバックアップを

３台） 



 

表－１１ 

第35．２表（２） 所内通信連絡設備，所外通信連絡設備，

代替通信連絡設備及び情報把握設備に

関連する所内電源設備の概略仕様 

 

(１) 代替通信連絡設備，制御建屋情報把握設備及び情報把

握伝送設備に関連する代替電源設備 

詳細は「第32条 電源設備」に記載する。 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

 ａ．燃料加工建屋可搬型発電機 

使用数量    １台 

容  量    約50kⅤＡ 

 ｂ．可搬型分電盤 

面  数    １式  

ｃ．可搬型電源ケーブル 

数  量    １式 

 ｄ．情報連絡用可搬型発電機 

使用数量    ２台 

容  量    約３kⅤＡ／台 

 ｅ．制御建屋可搬型発電機 

使用数量    １台 

容  量    約80kⅤＡ／台 

 

（２） 所内通信連絡設備，所外通信連絡設備及び情報把握

設備に関連する受電開閉設備 



 

表－１２ 

   詳細は「第32条 電源設備」に記載する。 

［常設重大事故等対処設備］ 

 ａ．受電開閉設備 

 ｂ．受電変圧器 

 

(３) 所内通信連絡設備，所外通信連絡設備及び情報把握設

備に関連する所内高圧母線 

詳細は「第32条 電源設備」に記載する。 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ．6.9ｋＶ運転予備用主母線 

ｂ．6.9ｋＶ非常用母線 

ｃ．6.9ｋＶ運転予備用母線 

ｄ．6.9ｋＶ常用主母線 

 

(４ ) 所内通信連絡設備及び所外通信連絡設備に関連する

所内低圧母線 

詳細は「第32条 電源設備」に記載する。 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ．460Ｖ非常用母線 

ｂ．460Ｖ運転予備用母線 

 

（５）情報把握設備に関連する代替電源設備 

詳細は「第 32 条 電源設備」に記載する。 

［可搬型重大事故等対処設備］ 



 

表－１３ 

ａ．燃料加工建屋可搬型発電機 

使用数量    １台 

容  量    約 50ｋＶＡ／台 

ｂ．制御建屋可搬型発電機（再処理施設と共用） 

使用数量    １台 

容  量    約 80ｋＶＡ／台 

ｃ．情報連絡用可搬型発電機 

使用数量    ２台 

容  量    約３ｋＶＡ／台 

ｄ．可搬型分電盤 

使用数量    １式 

ｅ．可搬型電源ケーブル 

使用数量    １式 

 

(６) 情報把握設備に関連する受電開閉設備 

詳細は「第 32 条 電源設備」に記載する。 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ．受電開閉設備 

ｂ．受電変圧器 

 

(７) 情報把握設備に関連する所内高圧系統 

詳細は「第 32 条 電源設備」に記載する。 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ．6．9ｋＶ運転予備用主母線 



 

表－１４ 

ｂ．6．9ｋＶ運転予備用母線 

ｃ．6．9ｋＶ常用主母線 

ｄ．6．9ｋＶ非常用母線 

 

(８) 情報把握設備に関連する所内低圧系統 

詳細は「第 32 条 電源設備」に記載する。 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ．460Ｖ運転予備用母線 

ｂ．460Ｖ非常用母線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

表－１５ 

第 35．２表（３） 情報把握収集伝送設備に関連する補機駆

動用燃料補給設備の概略仕様 

 

(１) 情報把握収集伝送設備に関連する補機駆動用燃料補

給設備 

詳細は「第 32 条 電源設備」に記載する。 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ．第１軽油貯槽（再処理施設と共用） 

使用数量    ４基 

容  量    約 100ｍ３／基 

ｂ．第２軽油貯槽（再処理施設と共用） 

使用数量    ４基 

容  量    約 100ｍ３／基 

 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ａ．軽油用タンクローリ（再処理施設と共用） 

使用数量    ４台 

容  量    約４ｋＬ／台 

 

 



 

表－１６ 

第35．２表（４） 代替通信連絡設備に関連する放射線管理     

施設の概略仕様 

 

（１） 代替通信連絡設備に関連する代替モニタリング設備 

詳細は「第33条 監視測定設備」に記載する。 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ａ．可搬型環境モニタリング用データ伝送装置 

使用数量    １台 

 

（２） 代替通信連絡設備に関連する代替気象観測設備 

詳細は「第33条 監視測定設備」に記載する。 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ａ．可搬型気象観測用データ伝送装置 

使用数量    １台 

 



 

表－１７ 

第35．２表(５) 所内通信連絡設備，所外通信連絡設備，代替通信連絡

設備及び緊急時対策建屋情報把握設備に関連する緊

急時対策建屋電源設備の概略仕様 

 

(１) 所内通信連絡設備及び所外通信連絡設備に関連する緊急時対策

建屋電源設備 

詳細は「第34条 緊急時対策所」に記載する。 

［常設重大事故等対処設備］ 

 ａ．緊急時対策建屋用発電機 

使用数量    １台 

     容  量    約1,700ｋＶＡ／台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第35．３表 多様性及び位置的分散（通話装置のケーブル，可搬型通話装置） 

項目※１ 

設計基準の範囲で使用する設備 重大事故等対処設備 

所内通信連絡設備 
通話装置のケーブル 

可搬型通話装置 
ページング装置 所内携帯電話 

主要設備※２ 

制御装置※３ 交換機※４ 
通話装置のケーブル 

可搬型通話装置 

燃料加工建屋地上１階 低レベル廃棄物処理建屋地上３階 
燃料加工建屋各階（可搬型通話装置） 

燃料加工建屋地上１階(可搬型通話装置) 

駆動電源※５ 

非常用母線 

無停電交流電源 

蓄電池 

蓄電池 
乾電池 

(可搬型通話装置のみ) 

燃料加工建屋 低レベル廃棄物処理建屋 
上記と同じ 

（可搬型通話装置に内蔵） 

※１：設計基準の範囲で使用する設備及び重大事故等対処設備のうち通話装置のケーブルは常設設備，重大事故等対処設備のうち可搬型通話装置は可搬型設備を示す。 

※２：主要設備は，設計基準の範囲で使用する設備及び重大事故等対処設備のうち通話装置のケーブルは設置場所，重大事故等対処設備のうち可搬型通話装置は保管場所を

示す。 

※３：ページング装置の制御装置は，上記建屋の他，緊急時対策建屋等に設置。 

※４：所内携帯電話の交換機は，上記建屋の他，緊急時対策建屋等に設置。 

※５：駆動電源は，設計基準の範囲で使用する設備及び重大事故等対処設備のうち通話装置のケーブルは設置場所，重大事故等対処設備のうち可搬型通話装置は保管場所を

示す。 

 

 

表
－

１
８

 



 

 

第35．４表 多様性及び位置的分散（可搬型衛星電話（屋内用）） 

項目※１ 

設計基準の範囲で使用する設備 重大事故等対処設備 

所内通信連絡設備 所外通信連絡設備 
可搬型衛星電話 

（屋内用） 

ページング装置 所内携帯電話 専用回線電話 ファクシミリ 
一般加入電話，一般携帯電話， 

衛星携帯電話，ファクシミリ 
 

主要設備※２ 

制御装置 交換機 専用回線電話 ファクシミリ 

①一般加入電話 

②一般携帯電話 

③衛星携帯電話 

④ファクシミリ 

可搬型衛星電話 

（屋内用） 

燃料加工建屋地上 

１階 

緊急時対策建屋地上

１階 

低レベル廃棄物処理

建屋地上３階 

燃料加工建屋地上 

１階 

緊急時対策建屋地下 

2階 

燃料加工建屋地上 

１階 

①燃料加工建屋，緊急時対策建屋 

②燃料加工建屋，緊急時対策建屋 

③燃料加工建屋，緊急時対策建屋 

④緊急時対策建屋 

燃料加工建屋地上１階 

制御建屋地上３階 

緊急時対策建屋地下１階 

外部保管エリア 

駆動電源※３ 

非常用母線 

無停電交流電源 

蓄電池 

蓄電池 ― 無停電交流電源 
③無停電交流電源 

④無停電交流電源 

充電池 

燃料加工建屋可搬型発電機 

情報連絡用可搬型発電機 

制御建屋可搬型発電機 

緊急時対策建屋用発電機 

燃料加工建屋 

緊急時対策建屋 

低レベル廃棄物処理

建屋 
― 燃料加工建屋 各現場建屋 屋外 

※１：設計基準の範囲で使用する設備は常設設備，重大事故等対処設備は可搬型設備を示す。 

※２：主要設備は，設計基準の範囲で使用する設備は設置場所，重大事故等対処設備は保管場所を示す。 

※３：駆動電源は，設計基準の範囲で使用する設備は設置場所，重大事故等対処設備は保管場所を示す。

表
－

１
９

 



 

 

第35．５表 多様性及び位置的分散（可搬型トランシーバ（屋内用）） 

項目※１ 

設計基準の範囲で使用する設備 重大事故等対処設備 

所内通信連絡設備 
可搬型トランシーバ 

（屋内用） 
ページング装置 所内携帯電話 専用回線電話 ファクシミリ 

主要設備※２ 

制御装置 交換機 専用回線電話 ファクシミリ 
可搬型トランシーバ 

（屋内用） 

燃料加工建屋地上１階 

緊急時対策建屋地上１階 

低レベル廃棄物処理建屋

地上３階 

燃料加工建屋地上１階 

緊急時対策建屋地下2階 
燃料加工建屋地上１階 

燃料加工建屋地上１階 

 

緊急時対策建屋地下１階 

外部保管エリア 

駆動電源※３ 

非常用母線 

無停電交流電源 

蓄電池 

蓄電池 ― 無停電交流電源 

充電池 

燃料加工建屋可搬型発電機 

情報連絡用可搬型発電機 

緊急時対策建屋用発電機 

燃料加工建屋 

緊急時対策建屋 
低レベル廃棄物処理建屋 ― 燃料加工建屋 屋外 

※１：設計基準の範囲で使用する設備は常設設備，重大事故等対処設備は可搬型設備を示す。 

※２：主要設備は，設計基準の範囲で使用する設備は設置場所，重大事故等対処設備は保管場所を示す。 

※３：駆動電源は，設計基準の範囲で使用する設備は設置場所，重大事故等対処設備は保管場所を示す。

表
－

２
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第35．６表 多様性及び位置的分散（可搬型衛星電話（屋外用）） 

項目※１ 

設計基準の範囲で使用する設備 重大事故等対処設備 

所内通信連絡設備 所外通信連絡設備 
可搬型衛星電話 

（屋外用） 
ページング装置 所内携帯電話 

一般加入電話，一般携帯電話， 

衛星携帯電話 

主要設備※２ 

制御装置 交換機 

①一般加入電話 

②一般携帯電話 

③衛星携帯電話 

可搬型衛星電話 

（屋外用） 

燃料加工建屋地上１階 

緊急時対策建屋地上１階 
低レベル廃棄物処理建屋地上３階 

①燃料加工建屋，緊急時対策建屋 

②燃料加工建屋，緊急時対策建屋 

③燃料加工建屋，緊急時対策建屋 

燃料加工建屋地上１階 

制御建屋地上３階 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

地上１階 

緊急時対策建屋地下１階 

外部保管エリア 

駆動電源※３ 

非常用母線 

無停電交流電源 

蓄電池 

蓄電池 ③無停電交流電源 充電池 

燃料加工建屋 

緊急時対策建屋 
低レベル廃棄物処理建屋 各現場建屋 

上記と同じ 

（端末に内蔵） 

※１：設計基準の範囲で使用する設備は常設設備，重大事故等対処設備は可搬型設備を示す。 

※２：主要設備は，設計基準の範囲で使用する設備は設置場所，重大事故等対処設備は保管場所を示す。 

※３：駆動電源は，設計基準の範囲で使用する設備は設置場所，重大事故等対処設備は保管場所を示す。

表
－

２
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第35．７表 多様性及び位置的分散（可搬型トランシーバ（屋外用）） 

項目※１ 

設計基準の範囲で使用する設備 重大事故等対処設備 

所内通信連絡設備 
可搬型トランシーバ 

（屋外用） 
ページング装置 所内携帯電話 

主要設備※２ 

制御装置 交換機 
可搬型トランシーバ 

（屋外用） 

燃料加工建屋地上１階 

緊急時対策建屋地上１階 
低レベル廃棄物処理建屋地上３階 

燃料加工建屋地上１階 

外部保管エリア 

駆動電源※３ 

非常用母線 

無停電交流電源 

蓄電池 

蓄電池 充電池 

燃料加工建屋 

緊急時対策建屋 
低レベル廃棄物処理建屋 

上記と同じ 

（端末に内蔵） 

※１：設計基準の範囲で使用する設備は常設設備，重大事故等対処設備は可搬型設備を示す。 

※２：主要設備は，設計基準の範囲で使用する設備は設置場所，重大事故等対処設備は保管場所を示す。 

※３：駆動電源は，設計基準の範囲で使用する設備は設置場所，可搬型重大事故等対処設備は保管場所を示す。 

 

表
－

２
２

 



 

表－２３ 

第35．８表 操作対象機器設置場所（１／２） 

機 器 名 称  設 置 ・ 保 管 場 所  操 作 場 所  

通 話 装 置 の ケ ー ブ ル  
燃 料 加 工 建 屋 地 下 ３ 階  燃 料 加 工 建 屋 地 下 ３ 階  

燃 料 加 工 建 屋 地 下 ２ 階  燃 料 加 工 建 屋 地 下 ２ 階  

燃 料 加 工 建 屋 地 下 １ 階  燃 料 加 工 建 屋 地 下 １ 階  

燃 料 加 工 建 屋 地 上 １ 階  燃 料 加 工 建 屋 地 上 １ 階  

燃 料 加 工 建 屋 地 上 ２ 階  燃 料 加 工 建 屋 地 上 ２ 階  

可 搬 型 通 話 装 置  燃 料 加 工 建 屋 地 上 １ 階  

外 部 保 管 エ リ ア  

燃 料 加 工 建 屋  

地 下 ３ 階 ～ 地 上 ２ 階  

可 搬 型 衛 星 電 話 （ 屋

内 用 ）  
燃 料 加 工 建 屋 地 上 １ 階  

外 部 保 管 エ リ ア  

燃 料 加 工 建 屋 地 上 １ 階  

屋 外  

制 御 建 屋 地 上 ３ 階  

外 部 保 管 エ リ ア  

制 御 建 屋 地 上 １ 階  

屋 外  

緊 急 時 対 策 建 屋 地 下 １ 階  

外 部 保 管 エ リ ア  

緊 急 時 対 策 建 屋 地 下 １ 階  

屋 外  

可 搬 型 ト ラ ン シ ー バ

（ 屋 内 用 ）  

燃 料 加 工 建 屋 地 上 １ 階  

外 部 保 管 エ リ ア  

燃 料 加 工 建 屋 地 上 １ 階  

屋 外  

制 御 建 屋 地 上 １ 階  

屋 外  

緊 急 時 対 策 建 屋 地 下 １ 階  

屋 外  

可 搬 型 衛 星 電 話 （ 屋

外 用 ）  
燃 料 加 工 建 屋 地 上 １ 階  

外 部 保 管 エ リ ア  
屋 外  

制 御 建 屋 地 下 １ 階  

外 部 保 管 エ リ ア  
屋 外  

緊 急 時 対 策 建 屋 地 下 １ 階  

外 部 保 管 エ リ ア  
屋 外  

可 搬 型 ト ラ ン シ ー バ

（ 屋 外 用 ）  
燃 料 加 工 建 屋 地 上 １ 階  

外 部 保 管 エ リ ア  
屋 外  

統 合 原 子 力 防 災 ネ ッ

ト ワ ー ク Ｉ Ｐ 電 話  緊 急 時 対 策 建 屋 地 下 １ 階  緊 急 時 対 策 建 屋 地 下 １ 階  

統 合 原 子 力 防 災 ネ ッ

ト ワ ー ク Ｉ Ｐ － Ｆ Ａ

Ｘ  
緊 急 時 対 策 建 屋 地 下 １ 階  緊 急 時 対 策 建 屋 地 下 １ 階  

統 合 原 子 力 防 災 ネ ッ

ト ワ ー ク Ｔ Ｖ 会 議 シ

ス テ ム  
緊 急 時 対 策 建 屋 地 下 １ 階  緊 急 時 対 策 建 屋 地 下 １ 階  

 



 

表－２４ 

第35．８表 操作対象機器設置場所（２／２） 

機 器 名 称  設 置 ・ 保 管 場 所  操 作 場 所  

ペ ー ジ ン グ 装 置  
燃 料 加 工 建 屋 地 上 １ 階  燃 料 加 工 建 屋 地 上 １ 階  

緊 急 時 対 策 立 建 屋 地 上 １ 階  緊 急 時 対 策 立 建 屋 地 上 １ 階  

所 内 携 帯 電 話  低 レ ベ ル 廃 棄 物 処 理 建 屋  

地 上 ３ 階  
燃 料 加 工 建 屋 地 上 １ 階  

緊 急 時 対 策 所 地 上 １ 階  緊 急 時 対 策 所 地 上 １ 階  

専 用 回 線 電 話  
燃 料 加 工 建 屋 地 上 １ 階  燃 料 加 工 建 屋 地 上 １ 階  

緊 急 時 対 策 建 屋 地 下 １ 階  緊 急 時 対 策 建 屋 地 下 １ 階  

一 般 加 入 電 話  
燃 料 加 工 建 屋 地 上 １ 階  燃 料 加 工 建 屋 地 上 １ 階  

緊 急 時 対 策 建 屋 地 下 １ 階  緊 急 時 対 策 建 屋 地 下 １ 階  

フ ァ ク シ ミ リ  
燃 料 加 工 建 屋 地 上 １ 階  燃 料 加 工 建 屋 地 上 １ 階  

緊 急 時 対 策 建 屋 地 下 １ 階  

 

緊 急 時 対 策 建 屋 地 下 １ 階  

 

 

 

 



 

表－２５ 

第35．９表 操作対象機器（１／４） 

機 器 名 称  状 態 の 変 化  操 作 方 法  操 作 場 所  

通 話 装 置 の ケ ー ブ ル  端 子 接 続  人 力 接 続  ・ 燃 料 加 工 建 屋 内  

可 搬 型 通 話 装 置  

―  運 搬 ・ 設 置  ・ 燃 料 加 工 建 屋 内  

端 子 接 続  人 力 接 続  

・ 燃 料 加 工 建 屋 内  
起 動 ・ 停 止  

（ 通 信 連 絡 ）  
ス イ ッ チ 操 作  

可 搬 型 衛 星 電 話 （ 屋

内 用 ）  

―  運 搬 ・ 設 置  

・ 燃 料 加 工 建 屋 内  

・ 制 御 建 屋  

・ 緊 急 時 対 策 建 屋  

・ 屋 外  

起 動 ・ 停 止  

（ 通 信 連 絡 ）  
ボ タ ン 操 作  

・ 燃 料 加 工 建 屋 内  

・ 制 御 建 屋  

・ 緊 急 時 対 策 建 屋  

可 搬 型 ト ラ ン シ ー バ

（ 屋 内 用 ）  

―  運 搬 ・ 設 置  

・ 燃 料 加 工 建 屋 内  

・ 緊 急 時 対 策 建 屋  

・ 屋 外  

起 動 ・ 停 止  

（ 通 信 連 絡 ）  
ボ タ ン 操 作  

・ 燃 料 加 工 建 屋 内  

・ 制 御 建 屋  

・ 緊 急 時 対 策 建 屋  

可 搬 型 衛 星 電 話 （ 屋

外 用 ）  

―  運 搬  

・ 燃 料 加 工 建 屋 内  

・ 制 御 建 屋  

・使 用 済 燃 料 受 入 れ・貯 蔵

建 屋  

・ 緊 急 時 対 策 建 屋  

・ 屋 外  

起 動 ・ 停 止  

（ 通 信 連 絡 ）  
ボ タ ン 操 作  ・ 屋 外  

可 搬 型 ト ラ ン シ ー バ

（ 屋 外 用 ）  

―  運 搬  
・ 燃 料 加 工 建 屋 内  

・ 屋 外  

起 動 ・ 停 止  

（ 通 信 連 絡 ）  
ボ タ ン 操 作  ・ 屋 外  

統 合 原 子 力 防 災 ネ ッ

ト ワ ー ク Ｉ Ｐ 電 話  

起 動 ・ 停 止  

（ 通 信 連 絡 ）  
ス イ ッ チ 操 作  ・ 緊 急 時 対 策 建 屋  

統 合 原 子 力 防 災 ネ ッ

ト ワ ー ク Ｉ Ｐ － Ｆ Ａ

Ｘ  

起 動 ・ 停 止  

（ 通 信 連 絡 ）  
ス イ ッ チ 操 作  ・ 緊 急 時 対 策 建 屋  

統 合 原 子 力 防 災 ネ ッ

ト ワ ー ク Ｔ Ｖ 会 議 シ

ス テ ム  

起 動 ・ 停 止  

（ 通 信 連 絡 ）  
ス イ ッ チ 操 作  ・ 緊 急 時 対 策 建 屋  

 

 

 

 



 

表－２６ 

第35．９表 操作対象機器（２／４） 

機 器 名 称  状 態 の 変 化  操 作 方 法  操 作 場 所  

ペ ー ジ ン グ 装 置  
起 動 ・ 停 止  

（ 通 信 連 絡 ）  
ボ タ ン 操 作  

・ 燃 料 加 工 建 屋  

・ 緊 急 時 対 策 建 屋  

所 内 携 帯 電 話  
起 動 ・ 停 止  

（ 通 信 連 絡 ）  
ボ タ ン 操 作  

・ 燃 料 加 工 建 屋  

・ 緊 急 時 対 策 建 屋  

専 用 回 線 電 話  
起 動 ・ 停 止  

（ 通 信 連 絡 ）  
ボ タ ン 操 作  

・ 燃 料 加 工 建 屋  

・ 緊 急 時 対 策 建 屋  

一 般 加 入 電 話  
起 動 ・ 停 止  

（ 通 信 連 絡 ）  
ボ タ ン 操 作  

・ 燃 料 加 工 建 屋  

・ 緊 急 時 対 策 建 屋  

フ ァ ク シ ミ リ  

 

起 動 ・ 停 止  

（ 通 信 連 絡 ）  

 

ボ タ ン 操 作  

 

・ 燃 料 加 工 建 屋  

・ 緊 急 時 対 策 建 屋  

 

環 境 中 継 サ ー バ  常 時 通 信 状 態  ―  ―  

情 報 収 集 装 置  

 

起 動 ・ 停 止  

 

ス イ ッ チ 操

作  

 

・ 緊 急 時 対 策 所  

 

デ ー タ 収 集 装 置 （ 燃

料 加 工 建 屋 ）  
起 動 ・ 停 止  

ス イ ッ チ 操

作  
・ 緊 急 時 対 策 所  

情 報 表 示 装 置  

 

起 動 ・ 停 止  

 

ス イ ッ チ 操

作  

 

・ 緊 急 時 対 策 所  

 

デ ー タ 表 示 装 置 （ 燃

料 加 工 建 屋 ）  
起 動 ・ 停 止  

ス イ ッ チ 操

作  
・ 緊 急 時 対 策 所  

情 報 把 握 計 装 設 備 用

屋 内 伝 送 系 統  
―  ―  ・ 制 御 建 屋 内  

建 屋 間 伝 送 用 無 線 装

置  
―  ―  ・ 屋 外  

 



 

表－２７ 

第35．９表 操作対象機器（３／４） 

機 器 名 称  状 態 の 変 化  操 作 方 法  操 作 場 所  

制 御 建 屋 デ ー タ 収 集

装 置  
起 動 ・ 停 止  

ス イ ッ チ 操

作  
・ 燃 料 加 工 建 屋 内  

制 御 建 屋 デ ー タ 表 示

装 置  
起 動 ・ 停 止  

ス イ ッ チ 操

作  
・ 燃 料 加 工 建 屋 内  

制 御 建 屋 可 搬 型 情 報

収 集 装 置 ( 燃 料 加 工

建 屋 ) 

―  運 搬 ・ 設 置  

・ 制 御 建 屋 内  

起 動 ・ 停 止  
ス イ ッ チ 操

作  

制 御 建 屋 可 搬 型 情 報

表 示 装 置 ( 燃 料 加 工

建 屋 ) 

―  運 搬 ・ 設 置  

・ 制 御 建 屋 内  

起 動 ・ 停 止  
ス イ ッ チ 操

作  

制 御 建 屋 可 搬 型 情 報

収 集 装 置  

―  運 搬 ・ 設 置  

・ 制 御 建 屋 内  

起 動 ・ 停 止  ス イ ッ チ 操 作  

燃 料 加 工 建 屋 情 報 把

握 計 装 設 備 用 屋 内 伝

送 系 統  

―  ―  ・ 燃 料 加 工 建 屋 内  

燃 料 加 工 建 屋 間 伝 送

用 無 線 装 置  
―  ―  ・ 屋 外  

燃 料 加 工 建 屋 デ ー タ

収 集 装 置  
起 動 ・ 停 止  ス イ ッ チ 操 作  ・ 燃 料 加 工 建 屋 内  

燃 料 加 工 建 屋 可 搬 型

情 報 収 集 装 置  

―  運 搬 ・ 設 置  

・ 燃 料 加 工 建 屋 内  

起 動 ・ 停 止  ス イ ッ チ 操 作  

第 １ 保 管 庫 ・ 貯 水 所

可 搬 型 情 報 収 集 装 置  

―  運 搬 ・ 設 置  

・ 第 １ 保 管 庫 ・ 貯 水 所  

起 動 ・ 停 止  ス イ ッ チ 操 作  

第 ２ 保 管 庫 ・ 貯 水 所

可 搬 型 情 報 収 集 装 置  

―  運 搬 ・ 設 置  

・ 第 ２ 保 管 庫 ・ 貯 水 所  

起 動 ・ 停 止  ス イ ッ チ 操 作  

グ ロ ー ブ ボ ッ ク ス 温

度 監 視 装 置（ 伝 送 路 ） 
起 動 ・ 停 止  ス イ ッ チ 操 作  ・ 燃 料 加 工 建 屋 内  

 

 



 

表－２８ 

第35．９表 操作対象機器（４／４） 

機 器 名 称  状 態 の 変 化  操 作 方 法  操 作 場 所  

グ ロ ー ブ ボ ッ ク ス 負

圧・温 度 監 視 設 備（ 伝

送 路 ）  

起 動 ・ 停 止  ス イ ッ チ 操 作  ・ 燃 料 加 工 建 屋 内  

情 報 把 握 計 装 設 備 可

搬 型 発 電 機  
―  運 搬 ・ 設 置  

・ 第 １ 保 管 庫 ・ 貯 水 所  

・ 第 ２ 保 管 庫 ・ 貯 水 所  

 

  



 

表－２９ 

第 35．10 表 重要監視パラメータ 

分 類  
重 要 監 視  

パ ラ メ ー タ  
計 測 範 囲  

重 大 事 故 時

に  

お け る  

プ ロ セ ス の  

変 動 範 囲  

中 央

監 視

室  

へ の

伝 送  

再 処

理 施

設 の  

中 央

制 御

室  

へ の

伝 送  

緊 急

時 対

策 所  

へ の

伝 送  

記 録 先  

（

１

）

核

燃

料

物

質

等

を

閉

じ

込

め

る

機

能

の

喪

失

に

対

処

す

る

た

め

に

必

要

な

計

装

設

備 

① グ ロ ー ブ

ボ ッ ク ス 内

の  

火 災 源 近 傍

温 度  

火 災 源 近 傍 温

度  

-19 6～

450℃  
16～ 450℃  〇  〇  〇  

燃 料 加 工

建 屋 可 搬

型 情 報 収

集 装 置  

又 は  

燃 料 加 工

建 屋 デ ー

タ 収 集 装

置  

② ダ ン パ  

出 口 の 風 速  

ダ ン パ 出 口 風

速  
０ ～ 50ｍ /s  ０ ｍ /s ×※ 1  〇  〇  

燃 料 加 工

建 屋 可 搬

型 情 報 収

集 装 置  

③ 工 程 室 内

の  

放 射 性 物 質

濃 度  

工 程 室 内 の  

放 射 性 物 質 濃

度  

B.G .～

100 k m i n - 1  

（ ア ル フ ァ

線 ）  

B.G .～

300 k m i n - 1  

（ ベ ー タ

線 ）  

－ ※ 2  ×※ 3  ×※ 3  ×※ 3  －  

（

２

）

工

場

等

外

へ

の

放

射

性

物

質

の

拡

散

を

抑

制

す

る

た

め

に

必

要

な

計

装

設

備 

① 放 水 砲

の  

流 量  
放 水 砲 流 量 ※ 5  

０ ～

180 0 m 3 / h  

０ ～

900 m 3 / h  
×※ 4  ×※ 4  ×※ 4  －  

② 放 水 砲

の  

圧 力  
放 水 砲 圧 力 ※ 5  

０ ～ 1.6Ｍ

Pa  

０ ～ 1.2Ｍ

Pa  
×※ 4  ×※ 4  ×※ 4  －  

③ グ ロ ー

ブ ボ ッ ク

ス 内 の 火

災 源 近 傍

温 度 ※ 6  

火 災 源 近 傍 温

度  

-19 6～

450℃  
16～ 450℃  〇  〇  〇  

燃 料 加 工

建 屋 可 搬

型 情 報 収

集 装 置  

又 は  

燃 料 加 工

建 屋 デ ー

タ 収 集 装

置  

④ ダ ン パ

出 口 の 風

速 ※ 6  

ダ ン パ 出 口 風

速  
０ ～ 50ｍ /s  ０ ｍ /s ×※ 1  〇  〇  

燃 料 加 工

建 屋 可 搬

型 情 報 収

集 装 置  

（

３

）

重

大

事

故

等

へ

の

対

処

に

必

要

と

な

る

水

の

供

給

に

必

要

な

計

装

設

備

① 貯 水 槽 の

水 位  
貯 水 槽 水 位  

０ ～ 10m  0～ 67 5 0 m m  ×※ 7  ×※ 7  ×※ 7  －  

30 0～

750 0 m m  
 ×※ 9  ○  ○  

第 １ 保 管

庫 ・ 貯 水

所 可 搬 型

情 報 収 集

装 置 及 び

第 ２ 保 管

庫 ・ 貯 水

所 可 搬 型

情 報 収 集

装 置  

② 第 １ 貯 水

槽 給 水 の 流

量  

第 1 貯 水 槽 給

水 流 量  

０ ～

180 0 m 3 / h  

０ ～

900 m 3 / h  
×※ 8  ×※ 8  ×※ 8  －  

※ 1 ダ ン パ 出 口 風 速 の 監 視 は ， 情 報 把 握 設 備 の 設 置 後 に 対 策 の 活 動 拠 点 と な る 再 処 理 施 設 の 中 央 制 御

室 に て 継 続 監 視 す る た め ， 中 央 監 視 室 へ の 伝 送 は し な い  

※ 2 工 程 室 内 へ の 漏 え い 状 況 に よ り 変 動 す る た め ， 測 定 上 限 値 に 到 達 す る 場 合 は 試 料 を 回 収 又 は サ ン

プ リ ン グ 流 量 及 び サ ン プ リ ン グ 時 間 を 調 整 す る  



 

表－３０ 

※ 3 回 収 作 業 の 着 手 判 断 時 の み に 計 測 す る パ ラ メ ー タ で あ り ， 継 続 監 視 し な い た め 伝 送 し な い  

※ 4 情 報 把 握 設 備 の 接 続 が 放 出 抑 制 対 策 の 柔 軟 性 を 損 な う こ と か ら 伝 送 し な い  

※ 5「 再 処 理 施 設 」 と 共 用 す る 設 備  

※ 6 （ １ ） の 重 要 監 視 パ ラ メ ー タ と 兼 用 す る パ ラ メ ー タ  

※ 7 携 行 型 の 計 器 に よ る 確 認 の た め 伝 送 し な い 。 伝 送 は パ ラ メ ー タ 伝 送 型 の 計 器 に よ り 行 う  

※ 8 設 備 の 健 全 性 確 認 時 の み に 計 測 す る パ ラ メ ー タ で あ り ， 継 続 監 視 し な い た め 伝 送 し な い  

※ 9 貯 水 槽 水 位 の 監 視 は ， 再 処 理 施 設 の 中 央 制 御 室 に て 継 続 監 視 す る た め ， 中 央 監 視 室 へ の 伝 送 は し

な い  
 



 

 

第 35.11 表 補助パラメータ 

事 象 分 類  分 類  補 助 パ ラ メ ー タ  可 搬 型  常 設  

重 大 事 故

等 対 処 設

備  

電 源  

設 備  

加 工 施 設 の 状

態 を 補 助 的 に

監 視  

(１ )電 源 設 備  

代 替 電 源 の 電 圧 等  

燃 料 加 工 建 屋 可 搬 型 発 電 機  電

圧  
〇  ―  〇  〇  〇  

燃 料 加 工 建 屋 可 搬 型 発 電 機  燃

料 油  
〇  ―  〇  〇  〇  

情 報 連 絡 用 可 搬 型 発 電 機  電 圧  〇  ―  〇  〇  〇  

情 報 連 絡 用 可 搬 型 発 電 機  燃 料

油  
〇  ―  〇  〇  〇  

制 御 建 屋 可 搬 型 発 電 機  電 圧 ※ 2 〇  ―  〇  〇  〇  

制 御 建 屋 可 搬 型 発 電 機  燃 料 油 ※

2 
〇  ―  〇  〇  〇  

母 線 電 圧  

Ｍ Ｏ Ｘ 燃 料 加 工 建 屋 の 非 常 用 母

線 Ａ 電 圧  
―  〇  〇  〇  ―  

Ｍ Ｏ Ｘ 燃 料 加 工 建 屋 の 非 常 用 母

線 Ｂ 電 圧  
―  〇  〇  〇  ―  

燃 料 油 貯 蔵 タ ン ク の 液 位  

第 １ 軽 油 貯 槽  液 位 ※ 1 ―  〇  〇  〇  〇  

第 ２ 軽 油 貯 槽  液 位 ※ 1 ―  〇  〇  〇  〇  

軽 油 用 タ ン ク ロ ー リ  液 位 ※ 1 〇  ―  〇  〇  〇  

( ２ ) 情 報 把 握

設 備  

情 報 把 握 設 備 の 代 替 電 源 の

電 圧 等  

情 報 把 握 計 装 設 備 可 搬 型 発 電 機  

電 圧 ※ 2 
〇  ―  〇  〇  ―  

情 報 把 握 計 装 設 備 可 搬 型 発 電 機  

燃 料 油 ※ 2 
〇  ―  〇  〇  ―  

※ 1「 再 処 理 施 設 」 と 共 用 す る 設 備  

※ 2 可 搬 型 発 電 機 付 き の 計 測 器 で 測 定 す る パ ラ メ ー タ  

  

表
－

３
１

 



 

 

所内携帯電話※1

一般加入電話

燃料加工建屋

所内携帯電話※1

現場（屋外）

緊急時対策建屋

所内携帯電話※1

所内携帯電話※1 衛星携帯電話

再処理事業所外再処理事業所

緊急時対応センター

（原子力規制庁）

オフサイトセンター

自治体（青森県等）

その他関係箇所

　【凡例】

：所外通信連絡設備

：所内通信連絡設備

：設計基準対象設備
　及び重大事故等対処　　

　設備として使用する設備

：通信の流れ

※1：加入電話設備に接続されており、再処理事業所外への通信連絡が可能である。

再処理事業所内 再処理事業所外

ページング装置
ページング装置

ページング装置

ページング装置

：警報装置および

　所内通信連絡設備

一般加入電話

衛星携帯電話

一般携帯電話

ファクシミリ

現場（屋内）

所内携帯電話※1ページング装置

制御建屋

専用回線電話
専用回線電話

一般加入電話

衛星携帯電話

統合原子力防災ネット

ワーク（IP電話，IP‐FAX，
TV会議システム）

ファクシミリ

一般携帯電話

専用回線電話

ファクシミリ
環境中継サーバ
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再処理施設

　【凡例】

通
信
事
業
者
回
線

（衛
星
無
線
通
信
回
線
）

（衛
星
系
）

通
信
事
業
者
回
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合
原
子
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防
災
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ワ
ー
ク
）

（衛
星
系
）

通
信
事
業
者
回
線

（統
合
原
子
力
防
災

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）

（有
線
系
）

制御建屋

可搬型衛星電話

（屋内用）

緊急時対策建屋

統合原子力防災ネットワークに接続する

通信連絡設備

ＩＰ電話 ＩＰ－ＦＡＸ

ＴＶ会議システム

可搬型衛星電話

（屋内用）

可搬型トランシーバ

（屋内用）

有線回線

衛星回線

無線回線

通信・データ

の流れ

可搬型トランシーバ

（屋内用）

可搬型衛星電話

（屋内用）

可搬型衛星電話

（屋外用）

可搬型衛星電話

（屋内用）

燃料加工建屋

可搬型衛星電話

（屋内用）

可搬型トランシーバ

（屋内用）

可搬型

通話装置

現場（屋内）

可搬型

通話装置

燃料加工施設

現場（屋外）

可搬型衛星電話

（屋外用）

可搬型トランシーバ

（屋外用）

情報収集装置

（緊急時対策所）

情報表示装置

（緊急時対策所）
可搬型データ

伝送装置

（監視測定設備）

再処理事業所内 再処理事業所外

可搬型データ

収集装置

（緊急時対策所）

可搬型データ

表示装置

（緊急時対策所）

可搬型トランシーバ

（屋内用）

可搬型トランシーバ

（屋内用）
可搬型衛星電話

（屋内用）

可搬型トランシーバ

（屋内用）
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（建屋境界）（建屋境界）

可搬型排気モニタリング設備
可搬型環境モニタリング設備

可搬型気象観測設備

制御建屋

制御建屋可搬型情報表示装置
(燃料加工建屋)

「火災源近傍温度」，「ダンパ
出口風速」，「貯水槽水位」

制御建屋可搬型情報収集装置
（燃料加工建屋）

「火災源近傍温度」，
「ダンパ出口風速」

緊急時対策建屋

情報表示装置
「火災源近傍温度」，「ダンパ出

口風速」，「貯水槽水位」

情報収集装置
「火災源近傍温度」，「ダンパ出

口風速」，「貯水槽水位」

（建屋境界）

燃料加工建屋可搬型情報収集装置

「火災源近傍温度」，
「ダンパ出口風速」

火災状況確認用温度表示装置
火災状況確認用温度計
「火災源近傍温度」

可搬型ダンパ出口風速計
「ダンパ出口風速」

第１保管庫・貯水所

可搬型貯水槽
水位計

「貯水槽水位」

（建屋境界）

第２保管庫・貯水所
可搬型情報収集装置

「貯水槽水位」

第２保管庫・貯水所

可搬型貯水槽
水位計

「貯水槽水位」

（建屋境界）

第１保管庫・貯水所
可搬型情報収集装置
「貯水槽水位」

※3 ※3 ※3

※3

※3

※1：監視測定設備
※2：緊急時対策所
※3：通信連絡設備

制御建屋可搬型情報収集装置
「貯水槽水位」

※3

燃料加工建屋

凡例

：可搬型ケーブル

：燃料加工建屋情報把握計装設備用屋内伝送系統（常設）

：情報把握計装設備用屋内伝送系統（常設）

：建屋間伝送用無線装置（常設）※

※建屋間の無線通信のため各建屋の屋上に設置する

無線の伝送状況に応じて中継器を設ける

：無線系伝送

：衛星系伝送

：有線系伝送（常設）

緊急時対策建屋放射線計測設備
可搬型環境モニタリング設備

可搬型線量率計
可搬型ダストモニタ

緊急時対策建屋放射線計測設備
可搬型環境モニタリング設備
可搬型データ伝送装置

可搬型データ伝送装置

※1

※1

※2

※2

※1
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（重大事故等が発生し，全交流電源の喪失及び計測する機器が故障した場合並びに全交流電源喪失の場合） 
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燃料加工建屋

第１保管庫・貯水所

可搬型貯水槽水位計
「貯水槽水位」

制御建屋可搬型情報表示装置
（燃料加工建屋）

「貯水槽水位」，「ダンパ出口風速」

燃料加工建屋データ
収集装置

「火災源近傍温度」

燃料加工建屋可搬型情
報収集装置

「ダンパ出口風速」

可搬型ダンパ
出口風速計

「ダンパ出口風速」

制御建屋データ
収集装置

「火災源近傍温度」

第２保管庫・貯水所

可搬型貯水槽水位計
「貯水槽水位」

データ表示装置（燃料加工建屋）
「火災源近傍温度」

第２保管庫・貯水所可
搬型情報収集装置
「貯水槽水位」

データ収集装置（燃料加工建屋）
「火災源近傍温度」

第１保管庫・貯水所可
搬型情報収集装置
「貯水槽水位」

制御建屋 緊急時対策建屋

制御建屋可搬型情報
収集装置

「貯水槽水位」

制御建屋可搬型情報収集装置
（燃料加工建屋）
「ダンパ出口風速」

制御建屋データ
表示装置

「火災源近傍温度」

凡例

：可搬型ケーブル

：燃料加工建屋情報把握計装設備用

屋内伝送系統（常設）

：情報把握計装設備用屋内伝送系統（常設）

：建屋間伝送用無線装置（常設）※

※建屋間の無線通信のため各建屋の屋上に設置

する無線の伝送状況に応じて中継器を設ける

：無線系伝送

：衛星系伝送

：有線系伝送（常設）

:通信連絡設備

：その他の設備

（建屋境界） （建屋境界）

（建屋境界）

（建屋境界） （建屋境界）

グローブボックス温度監視装置
グローブボックス負圧・温度

監視設備
「火災源近傍温度」

※1：監視測定設備
※2：グローブボックス温度監視装置及びグローブボックス負圧・温度監視設備は，伝送路として使用する

気象盤

環境監視盤

排気モニタリング
設備

※1

※1

※1

環境モニタ
リング設備

気象観測
設備 ※1※1

火災状況確認用温度表示装置
火災状況確認用温度計
「火災源近傍温度」

情報収集装置

「ダンパ出口風速」，
「貯水槽水位」

情報表示装置

「ダンパ出口風速」，
「貯水槽水位」

※2

環境中継
サーバ
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（重大事故等が発生し，全交流電源の喪失を伴わない場合） 
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第 35．４図 情報把握設備 電源供給系統図（１／５） 
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第 35．４図 情報把握設備 電源供給系統図（２／５） 
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第 35．４図 情報把握設備 電源供給系統図（３／５） 
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第 35．４図 情報把握設備 電源供給系統図（４／５） 
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第 35．４図  情報把握設備 電源供給系統図（５／５）  
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